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議案第  １号   

 

 

   柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例の一部を改    

   正する条例の制定について  

 

 

 柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 市長及び教育委員会が保有する住登外者宛名情報を住登外者宛名

番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を処理する

ために必要な限度で相互に提供すること等ができることとしたいの

で提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例の一部を改    

   正する条例  

 

 柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例（平成２７年柏市条

例第４２号）の一部を次のように改正する。  

 

 第３条第２項本文中「及び住登外者宛名番号管理機能による住登

外者の情報の管理に関する情報（特定個人情報であるもののうち規

則で定めるものに限る。以下「住登外者宛名情報」という。）」を

削り，同条第３項中「住登外者宛名情報」を「住登外者宛名番号管

理機能（本市の事務を処理するために使用する情報システムの機能

であって，住登外者（本市の住民基本台帳に記録されていない者で

あって，本市の事務を処理するためにその情報を管理する必要があ

るものをいう。以下この項において同じ。）を特定する固有の番号

を付し，管理するものをいう。以下同じ。）による住登外者の情報

の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）」に改

める。  

 別表第２の１の項及び２の項中「又は地方税関係情報」を「，地

方税関係情報又は住登外者宛名情報」に改め，同表の３の項中「又

は医療保険給付関係情報」を「，医療保険給付関係情報又は住登外

者宛名 情報 」に 改め， 同表 の４ の項中 「又 は地 方税関 係情 報」 を  

「，地方税関係情報又は住登外者宛名情報」に改め，同表の５の項

及び６の項中「又は障害者総合支援法第７条に規定する他の法令に

より行われる給付の支給に関する情報」を「，障害者総合支援法第

７条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報又

は住登外者宛名情報」に改め，同表の７の項及び８の項中「地方税

関係情報」の次に「又は住登外者宛名情報」を加え，同表の９の項，

１０の項及び１１の項中「又は生活保護関係情報」を「，生活保護

関係情報又は住登外者宛名情報」に改め，同表の１２の項中「又は

地方税関係情報」を「，地方税関係情報又は住登外者宛名情報」に

改め，同表の１３の項中「地方税関係情報」の次に「又は住登外者
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宛名情報」を加え，同表に次のように加える。  

１４ 教育

委員会 

特別支援学級に在籍する児童生徒

等の就学の援助に係る奨励費の支

給に関する事務であって教育委員

会規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て教育委員会規則で定め

るもの 

１５ 教育

委員会 

学校教育法第１９条の規定により

実施する就学の援助に関する事務

であって教育委員会規則で定める

もの 

住登外者宛名情報であっ

て教育委員会規則で定め

るもの 

 別表第３の２の項中「又は住民票関係情報」を「，住民票関係情

報又は児童扶養手当関係情報」に改め，同項を同表の３の項とし，

同表の１の項を同表の２の項とし，同項の前に次のように加える。  

１ 市長 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

教育委員会 住登外者宛名情報

であって教育委員

会規則で定めるも

の 

 別表第３に次のように加える。  

４ 教育委員会 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって教

育委員会規則で定め

るもの 

市長 住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの 

 

   附  則  

 この条例は，公布の日から施行する。  
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議案第１号資料  

   柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例の一部を改正    

   する条例について  

柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例（平成２７年柏市条例第４２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(個人番号の利用範囲) (個人番号の利用範囲) 

第3条 略 第3条 略 

2 別表第2の左欄に掲げる機関は，同表の中欄に

掲げる事務を処理するために必要な限度で，同

表の右欄に掲げる特定個人情報及び住登外者

宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する情報(特定個人情報であるもののう

ち規則で定めるものに限る。以下「住登外者宛

名情報」という。)であって当該機関が保有す

るものを利用することができる。ただし，法の

規定により，情報提供ネットワークシステムを

使用して他の個人番号利用事務実施者から当

該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は，この限りでない。 

2 別表第2の左欄に掲げる機関は，同表の中欄に

掲げる事務を処理するために必要な限度で，同

表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該

機関が保有するものを利用することができる。

ただし，法の規定により，情報提供ネットワー

クシステムを使用して他の個人番号利用事務

実施者から当該特定個人情報の提供を受ける

ことができる場合は，この限りでない。 

3 本市の執行機関は，第1項第2号に掲げる事務

を処理するために必要な限度で，規則で定める

特定個人情報及び住登外者宛名情報であって

当該執行機関が保有するものを利用すること

ができる。 

3 本市の執行機関は，第1項第2号に掲げる事務

を処理するために必要な限度で，規則で定める

特定個人情報及び住登外者宛名番号管理機能

(本市の事務を処理するために使用する情報シ

ステムの機能であって，住登外者(本市の住民

基本台帳に記録されていない者であって，本市

の事務を処理するためにその情報を管理する

必要があるものをいう。以下この項において同

じ。)を特定する固有の番号を付し，管理する

ものをいう。以下同じ。)による住登外者の情

報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情

報」という。)であって当該執行機関が保有す

るものを利用することができる。 

4及び5 略 4及び5 略 

  

別表第2(第3条第2項) 別表第2(第3条第2項) 

機関 事務 特定個人情報 

1 市長 子どもの医療に要する費

用の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

医療保険給付関係

情報又は地方税関

係情報であって規

則で定めるもの 

2 市長 小児慢性特定疾病児童等

に対する日常生活用具の

給付に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報

又は地方税関係情

報であって規則で

定めるもの 

3 市長 ひとり親家庭等の医療費

等の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

戸籍関係情報，地方

税関係情報，住民票

関係情報又は医療

保険給付関係情報

であって規則で定

めるもの 
 

機関 事務 特定個人情報 

1 市長 子どもの医療に要する費

用の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

医療保険給付関係

情報，地方税関係情

報又は住登外者宛

名情報であって規

則で定めるもの 

2 市長 小児慢性特定疾病児童等

に対する日常生活用具の

給付に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報，

地方税関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

3 市長 ひとり親家庭等の医療費

等の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

戸籍関係情報，地方

税関係情報，住民票

関係情報，医療保険

給付関係情報又は

住登外者宛名情報

であって規則で定 
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4 市長 柏市遺児等養育手当等支

給条例に基づく遺児等の

養育手当等の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

戸籍関係情報又は

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

5 市長 柏市重度心身障害者医療

費の支給に関する条例に

基づく重度心身障害者の

医療費の支給に関する事

務であって規則で定める

もの 

障害者関係情報，地

方税関係情報，生活

保護関係情報又は

障害者総合支援法

第7条に規定する他

の法令により行わ

れる給付の支給に

関する情報であっ

て規則で定めるも

の 

6 市長 精神障害者の入院加療に

係る医療費の助成に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報又

は障害者総合支援

法第7条に規定する

他の法令により行

われる給付の支給

に関する情報であ

って規則で定める

もの 

7 市長 心身障害者等の福祉タク

シーの利用に係る運賃等

の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

8 市長 心身障害者の使用に係る

自動車の燃料費の助成に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

9 市長 軽度中等度難聴児の補聴

器の購入に係る費用の助

成に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報又

は生活保護関係情

報であって規則で

定めるもの 

1 0  市

長 

障害者総合支援法第77条

に規定する地域生活支援

事業として実施する地域

生活支援サービスに係る

給付費の支給に関する事

務であって規則で定める

もの 

障害者関係情報，地

方税関係情報，住民

票関係情報又は生

活保護関係情報で

あって規則で定め

るもの 

1 1  市

長 

障害者等の日常生活用具

の購入に係る費用の助成

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報又

は生活保護関係情

報であって規則で

定めるもの 

1 2  市

長 

介護保険法による指定居

宅サービス等の利用者負

担に係る助成に関する事

務であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報

又は地方税関係情

報であって規則で

定めるもの 

1 3  市

長 

認可外保育施設の利用者

に対する扶助費の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

 

  めるもの 

4 市長 柏市遺児等養育手当等支

給条例に基づく遺児等の

養育手当等の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

戸籍関係情報，地方

税関係情報又は住

登外者宛名情報で

あって規則で定め

るもの 

5 市長 柏市重度心身障害者医療

費の支給に関する条例に

基づく重度心身障害者の

医療費の支給に関する事

務であって規則で定める

もの 

障害者関係情報，地

方税関係情報，生活

保護関係情報，障害

者総合支援法第7条

に規定する他の法

令により行われる

給付の支給に関す

る情報又は住登外

者宛名情報であっ

て規則で定めるも

の 

6 市長 精神障害者の入院加療に

係る医療費の助成に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報，障

害者総合支援法第7

条に規定する他の

法令により行われ

る給付の支給に関

する情報又は住登

外者宛名情報であ

って規則で定める

もの 

7 市長 心身障害者等の福祉タク

シーの利用に係る運賃等

の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

8 市長 心身障害者の使用に係る

自動車の燃料費の助成に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

9 市長 軽度中等度難聴児の補聴

器の購入に係る費用の助

成に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報，生

活保護関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

1 0  市

長 

障害者総合支援法第77条

に規定する地域生活支援

事業として実施する地域

生活支援サービスに係る

給付費の支給に関する事

務であって規則で定める

もの 

障害者関係情報，地

方税関係情報，住民

票関係情報，生活保

護関係情報又は住

登外者宛名情報で

あって規則で定め

るもの 

1 1  市

長 

障害者等の日常生活用具

の購入に係る費用の助成

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報，生

活保護関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

1 2  市

長 

介護保険法による指定居

宅サービス等の利用者負

担に係る助成に関する事

務であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報，

地方税関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

1 3  市

長 

認可外保育施設の利用者

に対する扶助費の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報又

は住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの 

1 4  教

育 委

員会 

特別支援学級に在籍する

児童生徒等の就学の援助

に係る奨励費の支給に関

する事務であって教育委 

住登外者宛名情報

であって教育委員

会規則で定めるも

の 
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  員会規則で定めるもの  

1 5  教

育 委

員会 

学校教育法第19条の規定

により実施する就学の援

助に関する事務であって

教育委員会規則で定める

もの 

住登外者宛名情報

であって教育委員

会規則で定めるも

の 

 

別表第3(第4条第1項第2号) 別表第3(第4条第1項第2号) 

情報照

会機関 

事務 情報提

供機関 

特定個人情報 

    

1  教

育委

員会 

略 略 略 

2  教

育委

員会 

学校教育法第19条

の規定により実施

する就学の援助に

関する事務であっ

て教育委員会規則

で定めるもの 

市長 地方税関係情報

又は住民票関係

情報であって規

則で定めるもの 

 

情報照

会機関 

事務 情報提

供機関 

特定個人情報 

1  市

長 

住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管

理に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

教育委

員会 

住登外者宛名情

報であって教育

委員会規則で定

めるもの 

2  教

育委

員会 

略 略 略 

3  教

育委

員会 

学校教育法第19条

の規定により実施

する就学の援助に

関する事務であっ

て教育委員会規則

で定めるもの 

市長 地方税関係情報，

住民票関係情報

又は児童扶養手

当関係情報であ

って規則で定め

るもの 

4  教

育委

員会 

住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管

理に関する事務で

あって教育委員会

規則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情

報であって規則

で定めるもの 
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議案第  ２号   

 

 

   柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例等  

   の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例等の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会を改編し，柏市

行政不服審査会及び柏市情報公開・個人情報保護制度審議会を設置

したいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例等  

   の一部を改正する条例  

 

 （柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改

正）  

第１条  柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例（平

成１６年柏市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

    柏市行政不服審査会条例  

  第１条第１項中「本市における情報公開制度及び個人情報保護

制度の適正な運営並びに特定個人情報保護評価の適正な実施に資

するため，」を削り，「柏市行政不服及び情報公開・個人情報保

護審議会（以下「審議会」という。）」を「，柏市行政不服審査

会（以下「審査会」という。）」に改め，同条第２項中「審議会」

を「審査会」に改める。  

  第２条各号列記以外の部分中「審議会」を「審査会」に改め，

同条第２号から第４号までを削り，同条第５号中「第４３条第１

項の 規 定に よ る 諮問 に 応じ 審 査 請求 に つい て 調 査審 議 する 」を

「の規定によりその権限に属させられた事項を処理する」に改め，

同号を同条第２号とする。  

  第３条中「審議会」を「審査会」に，「１４人」を「４人」に

改める。  

  第４条第１項中「委員は，」の次に「法律に関して」を加え，

同条第２項本文中「２年」を「３年」に改める。  

  第５条の見出し中「及び副会長」を削り，同条第１項中「審議

会」を「審査会」に改め，「及び副会長」を削り，同条第２項中

「審議会」を「審査会」に改め，同条第３項中「副会長は，会長

を補佐し，」を削り，「事故があるときは」の次に「，あらかじ

めその指名する委員が」を加える。  

  第６条及び第６条の２を削る。  

  第７条第１項中「審議会」を「審査会」に改め，同条第２項中
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「審議会」を「審査会」に，「在任委員の半数」を「３人」に改

め，同条第３項中「会議」を「審査会の会議」に改め，同条第４

項から第６項までを削り，同条を第６条とする。  

  第７条の２中「審議会（第６条第１項の規定により置かれる部

会にその所掌事務を分掌させる場合にあっては，部会。次条から

第１１条までにおいて同じ。）」を「審査会」に，「第１２条」

を「第１３条」に改め，同条を第７条とする。  

  第８条の見出し中「審議会」を「審査会」に改め，同条第１項

前段中「審議会」を「審査会」に改め，「をした情報公開実施機

関」の次に「（同条例第２条第１項に規定する実施機関をいう。

以下この項において同じ。）」を，「をした個人情報保護実施機

関」の次に「（柏市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

４年柏市条例第３３号）第３条第１項に規定する市の機関及び市

議会をいう。以下この項において同じ。）」を加え，同項後段及

び同条第２項から第４項までの規定中「審議会」を「審査会」に

改める。  

  第９条から第１２条までの規定中「審議会」を「審査会」に改

める。  

  第１３条を次のように改める。  

  （調査審議手続の非公開）  

第１３条  第２条第１号に掲げる調査審議に係る審査会の調査審

議の手続は，公開しない。ただし，申出人がその口頭意見陳述

を公開で行うことを希望する場合における口頭意見陳述につい

ては，この限りでない。  

  第１４条を削り，第１５条を第１４条とし，第１６条を第１５

条とする。  

 （柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部改正）  

第２条  柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例（昭和６１年柏市条

例第３号）の一部を次のように改正する。  

  別表第１第４２号の３の次に次のように加える。  

４２の４ 行政不服審査会委員 日額 ２４，０００円 

 （柏市附属機関設置条例の一部改正）  

第３条  柏市附属機関設置条例（平成８年柏市条例第６号）の一部
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を次のように改正する。  

  別表市長の項柏市いじめ重大事態再調査委員会の目の次に次の

ように加える。  

柏市情報公

開・個人情

報保護制度

審議会 

情報公開制度その他情報公開に関

する重要な事項及び個人情報保護

制度その他個人情報保護に関する

重要な事項並びに特定個人情報フ

ァイルの取扱い及び特定個人情報

ファイルに係る重要な変更につい

ての調査及び審議並びに答申に関

する事務 

７ 人

以内 

２年 

 （柏市情報公開条例の一部改正）  

第４条  柏市情報公開条例（平成１２年柏市条例第４号）の一部を

次のように改正する。  

  目次中「第１７条の２」を「第１８条」に改める。  

  第１７条の２を削る。  

  第１８条中「不作為」の次に「（開示請求に対して何らの処分

をもしないことをいう。以下同じ。）」を，「行政不服審査法」

の次に「（平成２６年法律第６８号）」を加える。  

  第１９条の見出し中「審議会」を「柏市行政不服審査会」に改

め，同条第１項各号列記以外の部分中「柏市行政不服及び情報公

開・個人情報保護審議会」を「柏市行政不服審査会条例（平成１

６年柏市条例第１２号）第１条第１項の規定により設置された柏

市行政不服審査会」に改める。  

 （柏市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正）  

第５条  柏市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年柏市

条例第３３号）の一部を次のように改正する。  

  第９条の見出し中「審議会」を「柏市情報公開・個人情報保護

制度審議会」に改め，同条各号列記以外の部分中「柏市行政不服

及び情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１６年柏市条例第

１２号）第１条に規定する柏市行政不服及び情報公開・個人情報

保護審議会」を「柏市附属機関設置条例（平成８年柏市条例第６

号）に基づき設置された柏市情報公開・個人情報保護制度審議会」
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に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の柏市行政

不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例（以下「旧条例」と

いう。）第１条第１項の柏市行政不服及び情報公開・個人情報保

護審議会（以下「旧審議会」という。）の委員である者（旧条例

第５条第１項に規定する会長である者及び旧条例第６条の２第１

項の規定により合議体の構成員として指名されている者（附則第

４項 に おい て 「 旧審 議 会の 会 長 等で あ った 者 」 とい う 。） に限

る。）は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に，

第１条の規定による改正後の柏市行政不服審査会条例第４条第１

項の規定により同条例第１条第１項の規定により設置された柏市

行政不服審査会（以下「審査会」という。）の委員に委嘱された

ものとみなす。この場合において，その委嘱されたものとみなさ

れる者の任期は，同条例第４条第２項の規定にかかわらず，施行

日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間

とする。  

３  施行日前に旧審議会にされた諮問（旧条例第２条第１号に規定

する諮問のうち，第４条の規定による改正前の柏市情報公開条例

第１９条第１項の規定によるものに限る。）でこの条例の施行の

際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮

問とみなし，当該諮問について旧審議会がした調査審議の手続は

審査会がした調査審議の手続とみなす。  

４  この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者（旧審議会の

会長等であった者を除く。）は，施行日に，第３条の規定による

改正 後 の 柏 市 附 属機 関 設置 条 例 に基 づ き設 置 さ れた 柏 市情 報公

開・ 個 人情 報 保 護 制 度 審議 会 （ 次項 に おい て 「 新審 議 会」 とい

う。）の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において，そ

の委嘱されたものとみなされる者の任期は，同条例別表の規定に
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かかわらず，施行日における旧審議会の委員としての任期の残任

期間と同一の期間とする。  

５  施行日前に旧審議会にされた諮問（旧条例第２条第２号に規定

する諮問（柏市議会個人情報保護条例（令和５年柏市条例第１０

号）第５０条の規定によるものを除く。）及び旧条例第２条第３

号に規定する諮問に限る。）でこの条例の施行の際当該諮問に対

する答申がされていないものは新審議会にされた諮問とみなし，

当該諮問について旧審議会がした調査審議の手続は新審議会がし

た調査審議の手続とみなす。  
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議案第２号資料  

   柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例等の  

   一部を改正する条例について  

柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１６年柏市条例第１２号）新旧対照表（第

１条関係） 

改正前 改正後 

柏市行政不服及び情報公開・個人情報 

保護審議会条例 

柏市行政不服審査会条例 

  

(設置等) (設置等) 

第1条 本市における情報公開制度及び個人情報

保護制度の適正な運営並びに特定個人情報保

護評価の適正な実施に資するため，地方自治法

(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規

定により柏市行政不服及び情報公開・個人情報

保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138

条の4第3項の規定により，柏市行政不服審査会

(以下「審査会」という。)を置く。 

2 審議会は，行政不服審査法(平成26年法律第6

8号)第81条第1項の機関とする。 

2 審査会は，行政不服審査法(平成26年法律第6

8号)第81条第1項の機関とする。 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 審議会の所掌事務は，次のとおりとする。 第2条 審査会の所掌事務は，次のとおりとする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 柏市情報公開条例第2条第1項に規定する

実施機関(以下「情報公開実施機関」という。)

の諮問に応じ情報公開制度その他情報公開

に関する重要な事項について又は柏市個人

情報の保護に関する法律施行条例(令和4年

柏市条例第33号)第3条第1項に規定する市の

機関による同条例第9条の規定による諮問及

び市議会による柏市議会個人情報保護条例

第50条の規定による諮問に応じ個人情報保

護制度その他個人情報保護に関する重要な

事項について調査審議すること。 

 

(3) 本市の機関の諮問に応じ特定個人情報保

護評価に関する規則(平成26年特定個人情報

保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定す

る特定個人情報ファイルの取扱い及び当該

特定個人情報ファイルに重要な変更を加え

ることについて調査審議すること。 

 

(4) 前各号の規定による調査審議のほか，情

報公開制度その他情報公開に関する重要な

事項について情報公開実施機関に，個人情報

保護制度その他個人情報保護に関する重要

な事項について個人情報保護実施機関(第2

号に規定する市の機関及び市議会をいう。以

下同じ。)に，特定個人情報保護評価の実施

に関する重要な事項について本市の機関に

意見を述べること。 

 

(5) 行政不服審査法第43条第1項の規定によ

る諮問に応じ審査請求について調査審議す

(2) 行政不服審査法の規定によりその権限に

属させられた事項を処理すること。 
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ること。 

(組織) (組織) 

第3条 審議会は，委員14人以内をもって組織す

る。 

第3条 審査会は，委員4人以内をもって組織す

る。 

(委員) (委員) 

第4条 委員は，優れた識見を有する者のうちか

ら，市長が委嘱する。 

第4条 委員は，法律に関して優れた識見を有す

る者のうちから，市長が委嘱する。 

2 委員の任期は，2年とする。ただし，補欠の委

員の任期は，前任者の残任期間とする。 

2 委員の任期は，3年とする。ただし，補欠の委

員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3及び4 略 3及び4 略 

(会長及び副会長) (会長) 

第5条 審議会に，会長及び副会長を置き，委員

の互選によりこれを定める。 

第5条 審査会に，会長を置き，委員の互選によ

りこれを定める。 

2 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 2 会長は，会務を総理し，審査会を代表する。 

3 副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある

ときは，その職務を代理する。 

3 会長に事故があるときは，あらかじめその指

名する委員が，その職務を代理する。 

(部会)  

第6条 審議会は，その所掌事務(第2条第5号に掲

げる所掌事務を除く。)を分掌させるため，そ

の指名する委員5人以上をもって構成する部会

を置くことができる。 

 

2 部会に部会長を置き，当該部会に属する委員

の互選によりこれを定める。 

 

3 部会長は，当該部会の事務を掌理する。  

4 部会長に事故があるときは，当該部会に属す

る委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る者が，その職務を代理する。 

 

5 審議会は，その定めるところにより，部会の

議決をもって審議会の議決とすることができ

る。 

 

(合議体)  

第6条の2 審議会は，第2条第5号に掲げる所掌

事務を分掌させるため，その指名する委員3人

をもって構成する合議体を置くことができる。 

 

2 前条第2項，第3項及び第5項の規定は，合議

体について準用する。この場合において，同条

第2項及び第3項中「部会長」とあるのは，「審

査長」と読み替えるものとする。 

 

(議事) (議事) 

第7条 審議会の会議は，会長が招集し，会長が

その議長となる。 

第6条 審査会の会議は，会長が招集し，会長が

その議長となる。 

2 審議会の会議は，在任委員の半数以上の出席

がなければ，開くことができない。 

2 審査会の会議は，3人以上の出席がなければ，

開くことができない。 

3 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，

可否同数のときは，議長の決するところによ

る。 

3 審査会の会議の議事は，出席した委員の過半

数で決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 

4 前2項の規定にかかわらず，感染症のまん延の

防止の必要その他のやむを得ない事情がある

と会長が認めるときは，委員に議事(第2条第2
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号から第4号までの規定に係るものに限る。)

に係る意見を求め，その半数以上から意見書の

提出があった場合に限り，会長の決定をもって

会議の議決に代えることができる。 

5 会長は，前項の規定による決定をしたときは，

遅滞なく，当該決定について委員に報告しなけ

ればならない。 

 

6 前各項の規定は部会の議事について，第1項か

ら第3項までの規定は合議体の議事について，

それぞれ準用する。この場合において，合議体

の議事について準用するときは，第2項中「の

半数以上」とあるのは，「全員」と読み替える

ものとする。 

 

(第2条第1号に掲げる調査審議) (第2条第1号に掲げる調査審議) 

第7条の2 第2条第1号に掲げる調査審議に係る

審議会(第6条第1項の規定により置かれる部会

にその所掌事務を分掌させる場合にあっては，

部会。次条から第11条までにおいて同じ。)の

調査権限及び調査審議の手続は，次条から第1

2条までに定めるところによる。 

第7条 第2条第1号に掲げる調査審議に係る審

査会の調査権限及び調査審議の手続は，次条か

ら第13条までに定めるところによる。 

(審議会の調査権限) (審査会の調査権限) 

第8条 審議会は，必要があると認めるときは，

処分庁等(柏市情報公開条例第11条第1項に規

定する開示決定等(以下「情報開示決定等」と

いう。)をした情報公開実施機関若しくは個人

情報の保護に関する法律第78条第1項第4号及

び柏市議会個人情報保護条例第20条第5号ア

に規定する開示決定等，同法第94条第1項及び

同条例第35条第1項に規定する訂正決定等若

しくは同法第102条第1項及び同条例第42条第

1項に規定する利用停止決定等(以下「個人情報

開示等決定等」という。)をした個人情報保護

実施機関又は柏市情報公開条例第6条第1項に

規定する開示請求に係る不作為(当該開示請求

に対し何らの処分をもしないことをいう。)に

係る情報公開実施機関若しくは同法第127条

及び柏市議会個人情報保護条例第48条に規定

する開示請求等に係る不作為(当該開示請求等

に対し何らの処分をもしないことをいう。)に

係る個人情報保護実施機関をいう。以下同じ。)

に対し，情報開示決定等に係る公文書(柏市情

報公開条例第2条第2項に規定する公文書をい

う。以下同じ。)又は個人情報開示等決定等に

係る保有個人情報(同法第60条第1項及び柏市

議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する

保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求

めることができる。この場合においては，何人

も，審議会に対し，その提示された公文書又は

保有個人情報の開示を求めることができない。 

第8条 審査会は，必要があると認めるときは，

処分庁等(柏市情報公開条例第11条第1項に規

定する開示決定等(以下「情報開示決定等」と

いう。)をした情報公開実施機関(同条例第2条

第1項に規定する実施機関をいう。以下この項

において同じ。)若しくは個人情報の保護に関

する法律第78条第1項第4号及び柏市議会個人

情報保護条例第20条第5号アに規定する開示

決定等，同法第94条第1項及び同条例第35条第

1項に規定する訂正決定等若しくは同法第102

条第1項及び同条例第42条第1項に規定する利

用停止決定等(以下「個人情報開示等決定等」

という。)をした個人情報保護実施機関(柏市個

人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年

柏市条例第33号)第3条第1項に規定する市の機

関及び市議会をいう。以下この項において同

じ。)又は柏市情報公開条例第6条第1項に規定

する開示請求に係る不作為(当該開示請求に対

し何らの処分をもしないことをいう。)に係る

情報公開実施機関若しくは同法第127条及び

柏市議会個人情報保護条例第48条に規定する

開示請求等に係る不作為(当該開示請求等に対

し何らの処分をもしないことをいう。)に係る

個人情報保護実施機関をいう。以下同じ。)に

対し，情報開示決定等に係る公文書(柏市情報

公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

以下同じ。)又は個人情報開示等決定等に係る

保有個人情報(同法第60条第1項及び柏市議会

個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有

個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求める

ことができる。この場合においては，何人も，
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審査会に対し，その提示された公文書又は保有

個人情報の開示を求めることができない。 

2 処分庁等は，審議会から前項の規定による求

めがあったときは，これを拒んではならない。 

2 処分庁等は，審査会から前項の規定による求

めがあったときは，これを拒んではならない。 

3 審議会は，必要があると認めるときは，処分

庁等に対し，情報開示決定等に係る公文書に記

録されている情報又は個人情報開示等決定等

に係る保有個人情報に含まれている情報の内

容を審議会の指定する方法により分類し，又は

整理した資料を作成し，審議会に提出するよう

求めることができる。 

3 審査会は，必要があると認めるときは，処分

庁等に対し，情報開示決定等に係る公文書に記

録されている情報又は個人情報開示等決定等

に係る保有個人情報に含まれている情報の内

容を審査会の指定する方法により分類し，又は

整理した資料を作成し，審査会に提出するよう

求めることができる。 

4 第1項及び前項に定めるもののほか，審議会

は，審査請求に係る事件に関し，審査請求人，

参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。)又は処分庁等(以

下「審査関係人」という。)に意見書又は資料

の提出を求めること，適当と認める者にその知

っている事実を陳述させることその他必要な

調査をすることができる。 

4 第1項及び前項に定めるもののほか，審査会

は，審査請求に係る事件に関し，審査請求人，

参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。)又は処分庁等(以

下「審査関係人」という。)に意見書又は資料

の提出を求めること，適当と認める者にその知

っている事実を陳述させることその他必要な

調査をすることができる。 

(意見の陳述) (意見の陳述) 

第9条 審議会は，審査請求人又は参加人から申

出があったときは，当該申出をした者(以下「申

出人」という。)に口頭で審査請求に係る事件

に関する意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし，審議会が，その必要がないと

認めるときは，この限りでない。 

第9条 審査会は，審査請求人又は参加人から申

出があったときは，当該申出をした者(以下「申

出人」という。)に口頭で審査請求に係る事件

に関する意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし，審査会が，その必要がないと

認めるときは，この限りでない。 

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭

意見陳述」という。)は，申出人から特に求め

があったときは，審議会が期日及び場所を指定

し，全ての審査関係人を招集してさせることが

できる。この場合において，申出人は，審議会

の承認を得て，審査請求に係る事件に関し，処

分庁等に対して，質問を発することができる。 

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭

意見陳述」という。)は，申出人から特に求め

があったときは，審査会が期日及び場所を指定

し，全ての審査関係人を招集してさせることが

できる。この場合において，申出人は，審査会

の承認を得て，審査請求に係る事件に関し，処

分庁等に対して，質問を発することができる。 

3 口頭意見陳述において，申出人は，審議会の

承認を得て，補佐人とともに出頭することがで

きる。 

3 口頭意見陳述において，申出人は，審査会の

承認を得て，補佐人とともに出頭することがで

きる。 

4 口頭意見陳述において，審議会は，申出人の

する陳述が審査請求に係る事件に関係のない

事項にわたる場合その他相当でない場合には，

これを制限することができる。 

4 口頭意見陳述において，審査会は，申出人の

する陳述が審査請求に係る事件に関係のない

事項にわたる場合その他相当でない場合には，

これを制限することができる。 

(意見書等の提出) (意見書等の提出) 

第10条 審査関係人は，審議会に対し，意見書又

は資料を提出することができる。ただし，審議

会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間

を定めたときは，その期間内にこれを提出しな

ければならない。 

第10条 審査関係人は，審査会に対し，意見書又

は資料を提出することができる。ただし，審査

会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間

を定めたときは，その期間内にこれを提出しな

ければならない。 

(提出資料等の閲覧等) (提出資料等の閲覧等) 

第11条 審査関係人は，審査請求に係る事件の調

査審議が終結するまでの間，審議会に対し，第

8条第3項若しくは第4項又は前条の規定によ

り審議会に提出された書類等(以下「提出書類

第11条 審査関係人は，審査請求に係る事件の調

査審議が終結するまでの間，審査会に対し，第

8条第3項若しくは第4項又は前条の規定によ

り審査会に提出された書類等(以下「提出書類
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等」という。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。)にあっては，記録された事項を審

議会が別に定める方法により表示したものの

閲覧)又は当該提出書類等の写し(電磁的記録

にあっては，記録された事項を記載した書面)

の交付を求めることができる。この場合におい

て，審議会は，第三者の利益を害するおそれが

あると認めるときその他正当な理由があると

きでなければ，その閲覧又は交付を拒むことが

できない。 

等」という。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。)にあっては，記録された事項を審

査会が別に定める方法により表示したものの

閲覧)又は当該提出書類等の写し(電磁的記録

にあっては，記録された事項を記載した書面)

の交付を求めることができる。この場合におい

て，審査会は，第三者の利益を害するおそれが

あると認めるときその他正当な理由があると

きでなければ，その閲覧又は交付を拒むことが

できない。 

2 審議会は，前項の規定による閲覧をさせ，又

は同項の規定による交付をしようとするとき

は，当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出

人の意見を聴くものとする。ただし，審議会が

その必要がないと認めるときは，この限りでな

い。 

2 審査会は，前項の規定による閲覧をさせ，又

は同項の規定による交付をしようとするとき

は，当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出

人の意見を聴くものとする。ただし，審査会が

その必要がないと認めるときは，この限りでな

い。 

3 審議会は，第1項の規定による閲覧について，

日時及び場所を指定することができる。この場

合において，審議会は，提出書類等の保存に支

障を生じるおそれがあると認めるときその他

正当な理由があるときは，その写しにより，同

項の規定による閲覧をさせることができる。 

3 審査会は，第1項の規定による閲覧について，

日時及び場所を指定することができる。この場

合において，審査会は，提出書類等の保存に支

障を生じるおそれがあると認めるときその他

正当な理由があるときは，その写しにより，同

項の規定による閲覧をさせることができる。 

4から6まで 略 4から6まで 略 

(審査請求に係る事件の答申書の送付等) (審査請求に係る事件の答申書の送付等) 

第12条 審議会は，第2条第1号に規定する諮問

について答申をしたときは，答申書の写しを審

査請求人及び参加人に送付するとともに，答申

の内容を公表するものとする。 

第12条 審査会は，第2条第1号に規定する諮問

について答申をしたときは，答申書の写しを審

査請求人及び参加人に送付するとともに，答申

の内容を公表するものとする。 

(意見の聴取等) (調査審議手続の非公開) 

第13条 審議会(第6条第1項の規定により置かれ

る部会にその所掌事務を分掌させる場合にあ

っては，部会)は，第2条第1号及び第5号に規定

する審査請求に係る事件以外の事案について，

必要があると認めるときは，専門的事項に関

し，学識経験者その他適当と認める者に出席を

求め，その説明又は意見を聴くことができる。 

第13条 第2条第1号に掲げる調査審議に係る審

査会の調査審議の手続は，公開しない。ただし，

申出人がその口頭意見陳述を公開で行うこと

を希望する場合における口頭意見陳述につい

ては，この限りでない。 

(審議会の会議の公開)  

第14条 審議会(第6条第1項の規定により置かれ

る部会又は第6条の2第1項の規定により置か

れる合議体に所掌事務を分掌させる場合にあ

っては，それぞれ部会又は合議体)は，その会

議を公開するものとする。ただし，柏市情報公

開条例第7条に規定する不開示情報が含まれる

事項についての調査審議並びに第2条第1号及

び第5号に規定する審査請求に係る事件の諮問

についての調査審議を行う会議については，そ

の全部又は一部を公開しないことができる。 

 

(委任) (委任) 

第15条 略 第14条 略 

19



 

(罰則) (罰則) 

第16条 略 第15条 略 

 

柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例（昭和６１年柏市条例第３号）新旧対照表（第２条関係） 

改正前 改正後 

別表第1(第2条) 別表第1(第2条) 

号 職名 支給区分 報酬額 

1から42の3まで 略 

 

43及び44 略 
 

号 職名 支給区分 報酬額 

1から42の3まで 略 

4 2

の4 

行政不服審査会委員 日額 24,000円 

43及び44 略 
 

備考 略 備考 略 

 

柏市附属機関設置条例（平成８年柏市条例第６号）新旧対照表（第３条関係） 

改正前 改正後 

別表(第2条) 別表(第2条) 

附属機

関の属

する執

行機関

等 

附属機関 担任する事務 委員

の数 

委員

の任

期 

市長 柏市表彰審査会及び柏市いじめ重大事態再調査

委員会 略 

 

柏市特別職報酬等審議会から柏市生涯学習推進

協議会まで 略 

教育委員会及び上下水道事業管理者 略 
 

附属機

関の属

する執

行機関

等 

附属機関 担任する事務 委員

の数 

委員

の任

期 

市長 柏市表彰審査会及び柏市いじめ重大事態再調査

委員会 略 

柏市情報

公開・個

人情報保

護制度審

議会 

情報公開制度その他

情報公開に関する重

要な事項及び個人情

報保護制度その他個

人情報保護に関する

重要な事項並びに特

定個人情報ファイル

の取扱い及び特定個

人情報ファイルに係

る重要な変更につい

ての調査及び審議並

びに答申に関する事

務 

7 人

以内 

2年 

柏市特別職報酬等審議会から柏市生涯学習推進

協議会まで 略 

教育委員会及び上下水道事業管理者 略 
 

備考 略 備考 略 

 

柏市情報公開条例（平成１２年柏市条例第４号）新旧対照表（第４条関係） 

改正前 改正後 

目次 目次 

第1章及び第2章 略 第1章及び第2章 略 

第3章 審査請求(第17条の2―第20条) 第3章 審査請求(第18条―第20条) 

第4章及び第5章 略 第4章及び第5章 略 

附則 附則 

  

(審査請求をすべき行政庁)  

第17条の2 行政不服審査法(平成26年法律第68

号)第4条の規定により，開示決定等又は開示請

求に係る不作為(開示請求に対して何らの処分

をもしないことをいう。以下同じ。)に係る審

査請求は，次の各号に掲げる場合の区分に応
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じ，当該各号に定める行政庁に対してするもの

とする。 

(1) 処分庁等(開示決定等又は開示請求に係る

不作為に係る実施機関をいう。以下同じ。)

が市長である場合 市長 

 

(2) 処分庁等が教育委員会である場合 教育

委員会 

 

(3) 処分庁等が選挙管理委員会である場合 

選挙管理委員会 

 

(4) 処分庁等が監査委員である場合 監査委

員 

 

(5) 処分庁等が農業委員会である場合 農業

委員会 

 

(6) 処分庁等が固定資産評価審査委員会であ

る場合 固定資産評価審査委員会 

 

(7) 処分庁等が公営企業管理者又は消防長で

ある場合 市長 

 

(8) 処分庁等が議会である場合 議会  

(審理員による審理手続に関する規定の適用除

外) 

(審理員による審理手続に関する規定の適用除

外) 

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為

に係る審査請求については，行政不服審査法第

9条第1項本文の規定は，適用しない。 

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為

(開示請求に対して何らの処分をもしないこと

をいう。以下同じ。)に係る審査請求について

は，行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9

条第1項本文の規定は，適用しない。 

(審議会への諮問等) (柏市行政不服審査会への諮問等) 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為

について審査請求があったときは，当該審査請

求に対する裁決をすべき審査庁(審査請求がさ

れた行政庁(行政不服審査法第14条の規定によ

る引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以

下同じ。)は，次の各号のいずれかに該当する

場合を除き，速やかに，柏市行政不服及び情報

公開・個人情報保護審議会に諮問しなければな

らない。 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為

について審査請求があったときは，当該審査請

求に対する裁決をすべき審査庁(審査請求がさ

れた行政庁(行政不服審査法第14条の規定によ

る引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以

下同じ。)は，次の各号のいずれかに該当する

場合を除き，速やかに，柏市行政不服審査会条

例(平成16年柏市条例第12号)第1条第1項の規

定により設置された柏市行政不服審査会に諮

問しなければならない。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

2から4まで 略 2から4まで 略 

 

柏市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年柏市条例第３３号）新旧対照表（第５条関係） 

改正前 改正後 

(審議会への諮問) (柏市情報公開・個人情報保護制度審議会への

諮問) 

第9条 市の機関は，法第3章第3節の施策を講じ

る場合のほか，次の各号のいずれかに該当する

場合において，個人情報の適正な取扱いを確保

するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ

とが特に必要であると認めるときは，柏市行政

不服及び情報公開・個人情報保護審議会条例

(平成16年柏市条例第12号)第1条に規定する柏

市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会

第9条 市の機関は，法第3章第3節の施策を講じ

る場合のほか，次の各号のいずれかに該当する

場合において，個人情報の適正な取扱いを確保

するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ

とが特に必要であると認めるときは，柏市附属

機関設置条例(平成8年柏市条例第6号)に基づ

き設置された柏市情報公開・個人情報保護制度

審議会に諮問することができる。 

21



 

に諮問することができる。 

(1)から(3)まで 略 (1)から(3)まで 略 
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議案第  ３号   

 

 

   柏市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市行政手続条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 行政手続法の改正に準じ，条例等に基づく不利益処分を行う際の

公示の方法による聴聞等の通知を不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置く措置をとること等によってすることとしたいので

提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市行政手続条例の一部を改正する条例  

 

 柏市行政手続条例（平成８年柏市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

 第１５条第１項各号列記以外の部分中「名あて人」を「名宛人」

に改め，同条第３項前段中「名あて人」を「名宛人」に，「その者

の氏名，同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同

項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨

を柏市公告式条例（昭和２９年柏市条例第３号）第２条第２項に規

定する市庁舎掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め，同

項後段を削り，同条に次の１項を加える。  

４  前項の公示の方法による通知は，不利益処分の名宛人となるべ

き者の氏名，第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行

政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に

交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則

で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態

に置 く とと も に ，公 示 事項 が 記 載さ れ た書 面 を 柏市 公 告式 条例

（昭和２９年柏市条例第３号）第２条第２項に規定する市庁舎掲

示場に掲示し，又は公示事項を当該行政庁の事務所に設置した電

子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態

に置く措置をとることによって行うものとする。この場合におい

ては，当該措置を開始した日から２週間を経過したときに，当該

通知がその者に到達したものとみなす。  

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改

める。  

 第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に

「及び第４項」を加え，「名あて人」を「名宛人」に改め，「参加

人」と，」の次に「同項中」を加え，「掲示を始めた日から２週間

を経過した」を削り，「，掲示を始めた」を「，当該措置を開始し

た」に改める。  
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 第２９条前段中「及び」の次に「第４項並びに」を加え，同条後

段中「「同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に，「同

条第３号」を「第２８条第３号」に，「同条第３項後段」を「同条

第４項後段」に，「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」

に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和８年５月２１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の柏市行政手続条例（以下「新条例」と

いう。）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例又は

他の条例若しくは規則において準用する場合を含む。）の規定は，

この条例の施行の日以後にする通知について適用し，同日前にし

た通知については，なお従前の例による。  
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議案第３号資料  

   柏市行政手続条例の一部を改正する条例について  

柏市行政手続条例（平成８年柏市条例第１号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(聴聞の通知の方式) (聴聞の通知の方式) 

第15条 行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴

聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて，

不利益処分の名あて人となるべき者に対し，次

に掲げる事項を書面により通知しなければな

らない。 

第15条 行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴

聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて，

不利益処分の名宛人となるべき者に対し，次に

掲げる事項を書面により通知しなければなら

ない。 

(1)から(4)まで 略  (1)から(4)まで 略  

2 略  2 略  

3 行政庁は，不利益処分の名あて人となるべき

者の所在が判明しない場合においては，第1項

の規定による通知を，その者の氏名，同項第3

号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が

同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨を柏市公告式条例(昭

和29年柏市条例第3号)第2条第2項に規定する

市庁舎掲示場に掲示することによって行うこ

とができる。この場合においては，掲示を始め

た日から2週間を経過したときに，当該通知が

その者に到達したものとみなす。 

3 行政庁は，不利益処分の名宛人となるべき者

の所在が判明しない場合においては，第1項の

規定による通知を，公示の方法によって行うこ

とができる。 

 4 前項の公示の方法による通知は，不利益処分

の名宛人となるべき者の氏名，第1項第3号及び

第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各

号に掲げる事項を記載した書面をいつでもそ

の者に交付する旨(以下この項において「公示

事項」という。)を規則で定める方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態に

置くとともに，公示事項が記載された書面を柏

市公告式条例(昭和29年柏市条例第3号)第2条

第2項に規定する市庁舎掲示場に掲示し，又は

公示事項を当該行政庁の事務所に設置した電

子計算機の映像面に表示したものの閲覧をす

ることができる状態に置く措置をとることに

よって行うものとする。この場合においては，

当該措置を開始した日から2週間を経過したと

きに，当該通知がその者に到達したものとみな

す。 

(代理人) (代理人) 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項

後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。以下「当事者」という。)

は，代理人を選任することができる。 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第4項

後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。以下「当事者」という。)

は，代理人を選任することができる。 

2から4まで 略  2から4まで 略  

(続行期日の指定) (続行期日の指定) 

第22条 略 第22条 略 

2 略  2 略  

3 第15条第3項の規定は，前項本文の場合にお 3 第15条第3項及び第4項の規定は，前項本文の
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いて，当事者又は参加人の所在が判明しないと

きにおける通知の方法について準用する。この

場合において，同条第3項中「不利益処分の名

あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は

参加人」と，「掲示を始めた日から2週間を経

過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から

2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加

人に対する2回目以降の通知にあっては，掲示

を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。 

場合において，当事者又は参加人の所在が判明

しないときにおける通知の方法について準用

する。この場合において，同条第3項及び第4

項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあ

るのは「当事者又は参加人」と，同項中「とき」

とあるのは「とき(同一の当事者又は参加人に

対する2回目以降の通知にあっては，当該措置

を開始した日の翌日)」と読み替えるものとす

る。 

(聴聞に関する手続の準用) (聴聞に関する手続の準用) 

第29条 第15条第3項及び第16条の規定は，弁明

の機会の付与について準用する。この場合にお

いて，第15条第3項中「第1項」とあるのは「第

28条」と，「同項第3号及び第4号」とあるの

は「同条第3号」と，第16条第1項中「前条第1

項」とあるのは「第28条」と，「同条第3項後

段」とあるのは「第29条において準用する第1

5条第3項後段」と読み替えるものとする。 

第29条 第15条第3項及び第4項並びに第16条の

規定は，弁明の機会の付与について準用する。

この場合において，第15条第3項中「第1項」

とあるのは「第28条」と，同条第4項中「第1

項第3号及び第4号」とあるのは「第28条第3号」

と，第16条第1項中「前条第1項」とあるのは

「第28条」と，「同条第4項後段」とあるのは

「第29条において準用する第15条第4項後段」

と読み替えるものとする。 
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議案第  ４号   

 

 

   柏市一般職職員給与条例の一部を改正する条例の制定に  

   ついて  

 

 

 柏市一般職職員給与条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 国家公務員の給与改定に準じて通勤手当の額の改定を行うととも

に，災害応急作業等に従事した職員に支給する特殊勤務手当の新設，

児童相談所における相談業務等に従事する職員に支給する特殊勤務

手当の額の改定等を行いたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市一般職職員給与条例の一部を改正する条例  

 

 柏市一般職職員給与条例（昭和３０年柏市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。  

 

 第１２条第１項第２号中「自転車その他の」を「自動車その他の」

に，「自転車等」を「自動車等」に改め，同項第３号中「自転車等」

を「自動車等」に改め，同条第２項第１号中「（通勤手当の支給の

単位となる期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位とし

て規則で定める期間（自転車等に係る通勤手当にあっては，１か月）

をいう。以下この条において同じ。）」を削り，同項第２号中「次

に掲げる職員の区分に応じ，」を削り，「それぞれ次に」を「６６，

４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規

則で」に改め，同号アからソまでを削り，同項第３号中「自転車等」

を「自動車等」に改め，同条第６項中「最初の月」の次に「（当該

月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合

にあっては，その翌月）」を加え，同条第８項を同条第９項とし，

同条第７項の次に次の１項を加える。  

８  この条において「支給単位期間」とは，通勤手当の支給の単位

となる期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位として

規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては，１か月）

をいう。  

 別表第８中  

「  

危険作業手当 日額 ４００円以内  

 

 

 

 

 を  

滞納整理手当 外勤交渉業務 日額 ４００円以内（ただし，月

２，０００円を超えるときは，

２，０００円とする。） 

 財産差押業務 １件 ４００円以内（ただし，月

１，０００円を超えるときは， 
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  １，０００円とする。）  

社会福祉業務手当 月額  ５，０００円以内（ただ

し，規則で定める勤務に従事した

職員にあっては，日額１，０００

円以内とする。） 

 

                            」  

「  

危険作業手当 火災現場にお

ける消火作業

その他の規則

で定める作業 

１回 ４００円以内 

 に  

 その他の作業 日額 ４００円以内 

滞納整理手当 外勤交渉業務 日額 ４００円以内（１月につき

２，０００円を超える場合にあっ

ては，２，０００円） 

 財産差押業務 １件 ４００円以内（１月につき

１，０００円を超える場合にあっ

ては，１，０００円） 

社会福祉業務

手当 

児 童 福 祉 法

（昭和２２年

法律第１６４

号）に基づく

業務のうち規

則で定めるも

のに従事する

職員 

日額 １，２５０円以内 

 その他の職員 月額 ５，０００円以内 

                            」  

改め，同表夜間特殊業務手当の項中「１，１００円」を「３，５５

０円」に改め，同表に次のように加える。  

災害応急作業等手当 日額 ２，１６０円以内 
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   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前から正規の勤務時間（柏市職員勤務時間

条例（昭和５３年柏市条例第３号）第４条の２第１項に規定する

正規の勤務時間をいう。）として夜間（午後１０時から翌日の午

前５時までをいう。）の業務に従事した職員に支給する当該業務

に係る夜間特殊業務手当の額については，なお従前の例による。  

 （柏市会計年度任用職員給与等条例の一部改正）  

３  柏市会計年度任用職員給与等条例（令和元年柏市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。  

  第１０条の表以外の部分中「及び第７項」を「から第８項まで」

に改め，同表第１２条第２項第１号の項読み替えられる字句の欄

中「（通勤手当の支給の単位となる期間として６か月を超えない

範囲内で１か月を単位として規則で定める期間（自転車等に係る

通勤 手 当に あ っ ては ， １か 月 ） をい う 。以 下 こ の条 に おい て同

じ。）」を削り，同表第１２条第２項第２号の項を次のように改

める。  

第１２条第２

項第２号 

支給単位期間につき，６

６，４００円 

６６，４００円 

 に応じて規則で定める額

（短時間勤務職員又は育

児短時間勤務職員等（ 

及び 

 を考慮して規則で定める

職員に限る。）にあって

は，その額から，その額

に規則で定める割合を乗

じて得た額を減じた額） 

に応じて会計年度任用職

員に係る規則で定める額 

  第１０条の表中  

 「           「  

第１２条第８項 を  第１２条第９項  に改める。  

          」           」  
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議案第４号資料  

   柏市一般職職員給与条例の一部を改正する条例について  

柏市一般職職員給与条例（昭和３０年柏市条例第１３号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(通勤手当) (通勤手当) 

第12条 通勤手当は，次に掲げる職員に支給す

る。 

第12条 通勤手当は，次に掲げる職員に支給す

る。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で

規則で定めるもの(以下この条において「自

転車等」という。)を使用することを常例と

する職員(自転車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員

であって，自転車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片

道2キロメートル未満であるもの及び次号に

掲げる職員を除く。) 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で

規則で定めるもの(以下この条において「自

動車等」という。)を使用することを常例と

する職員(自動車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員

であって，自動車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片

道2キロメートル未満であるもの及び次号に

掲げる職員を除く。) 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運

賃等を負担し，かつ，自転車等を使用するこ

とを常例とする職員(交通機関等を利用し，

又は自転車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であ

って，交通機関等を利用せず，かつ，自転車

等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道2キロメートル

未満であるものを除く。) 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運

賃等を負担し，かつ，自動車等を使用するこ

とを常例とする職員(交通機関等を利用し，

又は自動車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であ

って，交通機関等を利用せず，かつ，自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道2キロメートル

未満であるものを除く。) 

2 通勤手当の額は，次の各号に掲げる職員の区

分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

2 通勤手当の額は，次の各号に掲げる職員の区

分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間

(通勤手当の支給の単位となる期間として6

か月を超えない範囲内で1か月を単位として

規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当

にあっては，1か月)をいう。以下この条にお

いて同じ。)につき，規則で定めるところに

より算出した当該職員の支給単位期間の通

勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及

び第5項において「運賃等相当額」という。) 

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間

につき，規則で定めるところにより算出した

当該職員の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額(次項及び第5項にお

いて「運賃等相当額」という。) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職

員の区分に応じ，支給単位期間につき，それ

ぞれ次に定める額(短時間勤務職員又は育児

短時間勤務職員等(1か月当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員に限る。)にあ

っては，その額から，その額に規則で定める

割合を乗じて得た額を減じた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間

につき，66,400円を超えない範囲内で自動車

等の使用距離の区分に応じて規則で定める

額(短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員

等(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則

で定める職員に限る。)にあっては，その額

から，その額に規則で定める割合を乗じて得

た額を減じた額) 

ア 自転車等の使用距離(以下この号におい

て「使用距離」という。)が片道4キロメー

トル未満である職員 2,100円 

 

イ 使用距離が片道4キロメートル以上6キ  
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ロメートル未満である職員 3,100円 

ウ 使用距離が片道6キロメートル以上8キ

ロメートル未満である職員 4,100円 

 

エ 使用距離が片道8キロメートル以上10

キロメートル未満である職員 5,100円 

 

オ 使用距離が片道10キロメートル以上15

キロメートル未満である職員 7,300円 

 

カ 使用距離が片道15キロメートル以上20

キロメートル未満である職員 10,400円 

 

キ 使用距離が片道20キロメートル以上25

キロメートル未満である職員 13,500円 

 

ク 使用距離が片道25キロメートル以上30

キロメートル未満である職員 16,600円 

 

ケ 使用距離が片道30キロメートル以上35

キロメートル未満である職員 19,700円 

 

コ 使用距離が片道35キロメートル以上40

キロメートル未満である職員 22,800円 

 

サ 使用距離が片道40キロメートル以上45

キロメートル未満である職員 25,900円 

 

シ 使用距離が片道45キロメートル以上50

キロメートル未満である職員 29,100円 

 

ス 使用距離が片道50キロメートル以上55

キロメートル未満である職員 32,300円 

 

セ 使用距離が片道55キロメートル以上60

キロメートル未満である職員 35,500円 

 

ソ 使用距離が片道60キロメートル以上で

ある職員 38,700円 

 

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を

利用せず，かつ，自転車等を使用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距

離，交通機関等の利用距離，自転車等の使用

距離等の事情を考慮して規則で定める区分

に応じ，前2号に定める額，第1号に定める額

又は前号に定める額 

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を

利用せず，かつ，自動車等を使用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距

離，交通機関等の利用距離，自動車等の使用

距離等の事情を考慮して規則で定める区分

に応じ，前2号に定める額，第1号に定める額

又は前号に定める額 

3から5まで 略 3から5まで 略 

6 通勤手当は，支給単位期間(規則で定める通勤

手当にあっては，規則で定める期間)に係る最

初の月の規則で定める日に支給する。 

6 通勤手当は，支給単位期間(規則で定める通勤

手当にあっては，規則で定める期間)に係る最

初の月(当該月に通勤手当を支給することが困

難な場合として規則で定める場合にあっては，

その翌月)の規則で定める日に支給する。 

7 略 7 略 

 8 この条において「支給単位期間」とは，通勤

手当の支給の単位となる期間として6か月を超

えない範囲内で1か月を単位として規則で定め

る期間(自動車等に係る通勤手当にあっては，1

か月)をいう。 

8 略 9 略 

  

別表第8(第13条第2項) 別表第8(第13条第2項) 

34



 

種類 支給額 

行旅死病人取扱手当及び保健衛生業務手当 略 

危険作業手当 日額 400円以内 

滞納整理手

当 

外勤交渉業務 日額 400円以内(ただし，

月2,000円を超えるときは，

2,000円とする。) 

財産差押業務 1件 400円以内(ただし，月

1,000円を超えるときは，1,

000円とする。) 

社会福祉業務手当 月額 5,000円以内 (ただ

し，規則で定める勤務に従

事した職員にあっては，日

額1,000円以内とする。) 

労務手当から施設管理者手当まで 略 

夜間特殊業務手当 1勤務 1,100円以内 

教員特殊業務手当から防疫等作業手当まで 略 
 

種類 支給額 

行旅死病人取扱手当及び保健衛生業務手当 略 

危険作業手

当 

火災現場にお

ける消火作業

その他の規則

で定める作業 

1回 400円以内 

その他の作業 日額 400円以内 

滞納整理手

当 

外勤交渉業務 日額 400円以内(1月につ

き2,000円を超える場合に

あっては，2,000円) 

財産差押業務 1件 400円以内(1月につ

き1,000円を超える場合に

あっては，1,000円) 

社会福祉業

務手当 

児童福祉法

(昭和22年法

律第164号)に

基づく業務の

うち規則で定

めるものに従

事する職員 

日額 1,250円以内 

その他の職員 月額 5,000円以内 

労務手当から施設管理者手当まで 略 

夜間特殊業務手当 1勤務 3,550円以内 

教員特殊業務手当から防疫等作業手当まで 略 

災害応急作業等手当 日額 2,160円以内 
 

 

柏市会計年度任用職員給与等条例（令和元年柏市条例第１２号）新旧対照表（附則第３項関係） 

改正前 改正後 

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る

費用弁償) 

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る

費用弁償) 

第10条 給与条例第12条(第6項及び第7項を除

く。)の規定は，パートタイム会計年度任用職

員の通勤に係る費用弁償について準用する。こ

の場合において，次の表の左欄に掲げる給与条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

第10条 給与条例第12条(第6項から第8項まで

を除く。)の規定は，パートタイム会計年度任

用職員の通勤に係る費用弁償について準用す

る。この場合において，次の表の左欄に掲げる

給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

読み替え

る給与条

例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第12条第

2項第1号 

支給単位期間(通勤手当

の支給の単位となる期間

として6か月を超えない

範囲内で1か月を単位と

して規則で定める期間

(自転車等に係る通勤手

当にあっては，1か月)を

いう。以下この条におい

て同じ。)につき， 

略 

略 略 

第12条第

2項第2号 

支給単位期間につき，そ

れぞれ次に定める額(短

時間勤務職員又は育児短

時間勤務職員等 

それぞれ次に定

める額 

 規則 会計年度任用職

員に係る規則 

 職員に限る。) 職員 

 

読み替え

る給与条

例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第12条第

2項第1号 

支給単位期間につき， 略 

略 略 

第12条第

2項第2号 

支給単位期間につき，66,

400円 

66,400円 

に応じて規則で定める額

(短時間勤務職員又は育

児短時間勤務職員等( 

及び 

を考慮して規則で定める

職員に限る。)にあって

は，その額から，その額

に規則で定める割合を乗 

に応じて会計年

度任用職員に係

る規則で定める

額 
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第12条第3項第1号及び第12条第5項 略 

第12条第

8項 

略 略 

 

 じて得た額を減じた額)  

第12条第3項第1号及び第12条第5項 略 

第12条第

9項 

略 略 
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議案第  ５号   

 

 

   柏市税条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

地方税法の改正により公示送達についてインターネットを利用す

る方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措

置をとること等によってすることとされることに伴い，公示送達に

係る規定の整備を行いたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市税条例の一部を改正する条例  

 

 柏市税条例（昭和３０年柏市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。  

 

 第１８条中「公示送達は，」の次に「公示事項（同条第２項に規

定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施

行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧する

ことができる状態に置く措置をとるとともに，公示事項が記載され

た書面を」を加え，「掲示して行う」を「掲示し，又は公示事項を

本市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧

をすることができる状態に置く措置をとることによってする」に改

める。  

 第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３

号。以下「施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。  

 

   附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は，地方税法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日から施

行する。  

 （経過措置）  

第２条  改正後の第１８条の規定は，この条例の施行の日以後にす

る公示送達について適用し，同日前にした公示送達については，

なお従前の例による。  
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議案第５号資料  

   柏市税条例の一部を改正する条例について  

柏市税条例（昭和３０年柏市条例第１４号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(公示送達) (公示送達) 

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は，

柏市公告式条例(昭和29年柏市条例第3号)第2

条第2項に規定する市庁舎掲示場に掲示して行

うものとする。 

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は，

公示事項(同条第2項に規定する公示事項をい

う。以下この条において同じ。)を地方税法施

行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行

規則」という。)第1条の8第1項に規定する方法

により不特定多数の者が閲覧することができ

る状態に置く措置をとるとともに，公示事項が

記載された書面を柏市公告式条例(昭和29年柏

市条例第3号)第2条第2項に規定する市庁舎掲

示場に掲示し，又は公示事項を本市の事務所に

設置した電子計算機の映像面に表示したもの

の閲覧をすることができる状態に置く措置を

とることによってするものとする。 

(納税証明事項) (納税証明事項) 

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府

令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の

9第2号に規定する事項は，道路運送車両法(昭

和26年法律第185号)第59条第1項に規定する

検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により種別割

を滞納している場合においてその旨とする。 

第18条の3 施行規則第1条の9第2号に規定する

事項は，道路運送車両法(昭和26年法律第185

号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車

又は2輪の小型自動車について天災その他やむ

を得ない事由により種別割を滞納している場

合においてその旨とする。 
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議案第  ６号   

 

 

柏市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の改正に伴い

簡易サウナ設備の位置，構造及び管理の基準を定めること等をした

いので提案する。  

41



 

柏市条例第   号  

 

柏市火災予防条例の一部を改正する条例  

 

柏市火災予防条例（昭和３７年柏市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

 第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め，同条第１

項各号列記以外の部分中「サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウ

ナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外の

サウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同

じ 。 ） 」 に 改 め ， 同 項 第 ２ 号 及 び 同 条 第 ２ 項 中 「 サ ウ ナ 設 備 」 を

「一般サウナ設備」に改め，同条を第７条の３とし，第７条の次に

次の１条を加える。  

 （簡易サウナ設備）  

第７条の２  簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所

に設けるテント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したも

のをいう。）又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であ

り，かつ，木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって，定

格出力６キロワット以下のものであり，かつ，薪又は電気を熱源

とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は，次に掲げる

基準によらなければならない。  

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建

築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象

火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により

得られる距離以上の距離を保つこと。  

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱

源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

ただし，薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては，その周囲

において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器

を設置した場合は，この限りではない。  

２  前項に規定するもののほか，簡易サウナ設備の位置，構造及び

管理の基準については，第３条（第１項第１号，第１０号から第
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１４号まで及び第１７号から第１８号の３まで，第２項第６号，

第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項の規定を準用す

る。  

 第２９条の７第２項中「住宅用防災機器」の次に「，感震ブレー

カー」を加える。  

 第４４条第６号の次に次の１号を加える。  

 (6)の２  簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）  

 第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。  

 

附  則  

 この条例は，令和８年３月３１日から施行する。  
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議案第６号資料  

   柏市火災予防条例の一部を改正する条例について  

柏市火災予防条例（昭和３７年柏市条例第２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

 (簡易サウナ設備) 

第7条の2 簡易サウナ設備(屋外その他の直接外
気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サ
ウナ室のうちテントを活用したものをいう。)

又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形
であり，かつ，木製のものをいう。)に設ける
放熱設備であって，定格出力6キロワット以下
のものであり，かつ，薪又は電気を熱源とする
ものをいう。以下同じ。)の位置及び構造は，
次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要し
ない場合を除き，建築物等及び可燃性の物品
から火災予防上安全な距離として対象火気
設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関
する基準により得られる距離以上の距離を
保つこと。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した
場合に直ちにその熱源を遮断することがで
きる手動及び自動の装置を設けること。ただ
し，薪を熱源とする簡易サウナ設備にあって
は，その周囲において火災が発生した際に速
やかに使用できる位置に消火器を設置した
場合は，この限りではない。 

2 前項に規定するもののほか，簡易サウナ設備
の位置，構造及び管理の基準については，第3

条(第1項第1号，第10号から第14号まで及び第
17号から第18号の3まで，第2項第6号，第3項
並びに第4項を除く。)及び第5条第1項の規定を
準用する。 

(サウナ設備) (一般サウナ設備) 

第7条の2 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サ
ウナ設備」という。)の位置及び構造は，次に
掲げる基準によらなければならない。 

第7条の3 一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外
のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をい
う。)をいう。以下同じ。)の位置及び構造は，
次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合
に直ちにその熱源を遮断することができる
手動及び自動の装置を設けること。 

(2) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した
場合に直ちにその熱源を遮断することがで
きる手動及び自動の装置を設けること。 

2 前項に規定するもののほか，サウナ設備の位
置，構造及び管理の基準については，第3条(第
1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)

の規定を準用する。 

2 前項に規定するもののほか，一般サウナ設備
の位置，構造及び管理の基準については，第3

条(第1項第1号及び第10号から第12号までを
除く。)の規定を準用する。 

(住宅における火災の予防の推進) (住宅における火災の予防の推進) 

第29条の7 略  第29条の7 略  

2 本市は，住宅における火災の予防を推進する
ため，住宅における出火防止，火災の早期発見，
初期消火，延焼防止，通報，避難等に資する住
宅用防災機器その他の物品，機械器具及び設備
の普及並びに市民の自主的な防災組織が行う
住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 本市は，住宅における火災の予防を推進する
ため，住宅における出火防止，火災の早期発見，
初期消火，延焼防止，通報，避難等に資する住
宅用防災機器，感震ブレーカーその他の物品，
機械器具及び設備の普及並びに市民の自主的
な防災組織が行う住宅における火災の予防に
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に努めるものとする。 資する活動の促進に努めるものとする。 

(火を使用する設備等の設置の届出) (火を使用する設備等の設置の届出) 

第44条 火を使用する設備又はその使用に際し，
火災の発生のおそれのある設備のうち，次に掲
げるものを設置しようとするものは，あらかじ
め，その旨を，消防長に届け出なければならな
い。 

第44条 火を使用する設備又はその使用に際し，
火災の発生のおそれのある設備のうち，次に掲
げるものを設置しようとするものは，あらかじ
め，その旨を，消防長に届け出なければならな
い。 

(1)から(6)まで 略 

 

(1)から(6)まで 略 

(6)の2 簡易サウナ設備(個人が設けるものを
除く。) 

(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除
く。) 

(7) 一般サウナ設備(個人の住居に設けるもの
を除く。) 

(7)の2から(15)まで 略 (7)の2から(15)まで 略 
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議案第  ７号   

 

 

柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部を改正する  

条例の制定について  

 

 

 柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 統計調査員の報酬の額を定めたいので提案する。
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柏市条例第   号  

 

柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部を改正する  

条例  

 

柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例（昭和６１年柏市条例第３

号）の一部を次のように改正する。  

 

 別表第１第４２号の４の次に次のように加える。  

４２の５ 統計調査員 日額 １３，０００円以

内で任命権者が定

める額 

 

   附  則  

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。  
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議案第７号資料  

   柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部を改正する条  

例について  

柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例（昭和６１年柏市条例第３号）新旧対照表 

改正前 改正後 

別表第1(第2条) 別表第1(第2条) 

号 職名 支給区分 報酬額 

1から42の4まで 略 

 

43及び44 略 
 

号 職名 支給区分 報酬額 

1から42の4まで 略 

4 2

の5 

統計調査員 日額 13,000円以内で

任命権者が定め

る額 

43及び44 略 
 

備考 略 備考 略 
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議案第  ８号   

 

 

   柏市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定に  

   ついて  

 

 

 柏市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市健康福祉審議会の所掌事務に健康増進に関する事項の調査審

議を追加すること等を行いたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例  

 

 柏市健康福祉審議会条例（平成１９年柏市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。  

 

 第１条第２項中「児童福祉に関する」を削る。  

 第２条第４号を同条第５号とし，同条第３号中「前２号」を「前

３号」に改め，同号を同条第４号とし，同条第２号の次に次の１号

を加える。  

 (3) 市長の諮問に応じ，健康増進に関する事項を調査審議するこ

と。  

 第３条第１項中「３５人」を「５０人」に改め，同条第３項中第

５号を第６号とし，第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第

２号の次に次の１号を加える。  

 (3) 健康増進事業に従事する者  

 第７条第６号を同条第７号とし，同条第５号の次に次の１号を加

える。  

 (6) 健康増進専門分科会  

 第９条第１項第５号中「第７条第６号」を「第７条第７号」に改

め，同号を同項第６号とし，同項第４号の次に次の１号を加える。  

 (5) 健康増進専門分科会  第２条第３号に規定する事項  

 

   附  則  

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。  
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議案第８号資料  

   柏市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例について  

柏市健康福祉審議会条例（平成１９年柏市条例第４６号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(設置) (設置) 

第1条 略 第1条 略 

2 審議会は，社会福祉法(昭和26年法律第45号。

以下「法」という。)第7条第1項に規定する社

会福祉に関する事項(法第12条第1項に規定す

る児童福祉に関する事項を含む。)を調査審議

する審議会その他の合議制の機関及び就学前

の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以

下「認定こども園法」という。)第25条に規定

する幼保連携型認定こども園に関する審議会

その他の合議制の機関とする。 

2 審議会は，社会福祉法(昭和26年法律第45号。

以下「法」という。)第7条第1項に規定する社

会福祉に関する事項(法第12条第1項に規定す

る事項を含む。)を調査審議する審議会その他

の合議制の機関及び就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法

律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園

法」という。)第25条に規定する幼保連携型認

定こども園に関する審議会その他の合議制の

機関とする。 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 審議会の所掌事務は，次のとおりとする。 第2条 審議会の所掌事務は，次のとおりとする。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

 (3) 市長の諮問に応じ，健康増進に関する事

項を調査審議すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか，市長の諮問に

応じ，健康福祉に関する重要な事項を調査審

議すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか，市長の諮問に

応じ，健康福祉に関する重要な事項を調査審

議すること。 

(4) 略 (5) 略 

(組織) (組織) 

第3条 審議会は，委員35人以内をもって組織す

る。 

第3条 審議会は，委員50人以内をもって組織す

る。 

2 略 2 略 

3 委員及び臨時委員は，次に掲げる者のうちか

ら市長が委嘱する。 

3 委員及び臨時委員は，次に掲げる者のうちか

ら市長が委嘱する。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

 (3) 健康増進事業に従事する者 

(3) 略 (4) 略 

(4) 略 (5) 略 

(5) 略 (6) 略 

(専門分科会) (専門分科会) 

第7条 審議会に，次に掲げる専門分科会を置く。 第7条 審議会に，次に掲げる専門分科会を置く。 

(1)から(5)まで 略 (1)から(5)まで 略 

 (6) 健康増進専門分科会 

(6) 略 (7) 略 

(民生委員審査専門分科会以外の専門分科会の

所掌事務等) 

(民生委員審査専門分科会以外の専門分科会の

所掌事務等) 

第9条 次の各号に掲げる専門分科会は，審議会

の所掌事務のうちそれぞれ当該各号に掲げる

事項を調査審議する。 

第9条 次の各号に掲げる専門分科会は，審議会

の所掌事務のうちそれぞれ当該各号に掲げる

事項を調査審議する。 

(1)から(4)まで 略 (1)から(4)まで 略 
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 (5) 健康増進専門分科会 第2条第3号に規定

する事項 

(5) 第7条第6号の規則で定める専門分科会 

前条第1項及び前各号に規定する事項のほ

か，規則で定める事項 

(6) 第7条第7号の規則で定める専門分科会 

前条第1項及び前各号に規定する事項のほ

か，規則で定める事項 

2から4まで 略 2から4まで 略 
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議案第  ９号   

 

 

   柏市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定  

について  

 

 

 柏市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 老人福祉センターの開館時間の変更等をするとともに，施設の貸

切りでの使用及び浴室の使用について利用料金を収受することとし

たいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市老人福祉センター条例の一部を改正する条例  

 

 柏市老人福祉センター条例（昭和４９年柏市条例第３６号）の一

部を次のように改正する。  

 

 第２条の表柏寿荘の項中「５３５番地」を「５３５番２」に改め

る。  

 第２条の３中第７号を第８号とし，同条第６号中「施設，設備等

の」を削り，同号を同条第７号とし，同条中第５号を第６号とし，

第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，同条第２号中「第３条

第３号の規定による使用者の承認，」を削り，「許可の取消し等」

を「使用許可の取消し等」に改め，同号を同条第３号とし，同条第

１号の次に次の１号を加える。  

 (2) 第３条第２項の規定による登録及び第３条の２の規定による

登録並びに第３条の３の規定による登録の取消し等に関するこ

と。  

 第２条の４本文中「午後４時」の次に「（金曜日及び土曜日にあ

っては，午後７時）」を加える。  

第３条を次のように改める。  

 （使用者の範囲）  

第３条  センターを使用することができる者は，市内に住所を有す

る６０歳以上の者その他規則で定める者とする。  

２  センターを使用しようとする者（規則で定める者を除く。）は，

規則で定めるところにより指定管理者の登録を受けなければなら

ない。  

第３条の次に次の２条を加える。  

 （登録）  

第３条の２  別表第１に掲げる施設（以下「施設」という。）を貸

切 り で 使 用 す る こ と が で き る も の は ， 前 条 第 ２ 項 の 登 録 （ 以 下

「個人登録」という。）を受けている者をその構成員とする団体

であって規則で定めるところにより指定管理者の登録を受けてい
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るものその他規則で定める者（以下「登録団体等」という。）と

する。別表第２に掲げる附帯設備（以下「附帯設備」という。）

を使用することができるものも，同様とする。  

 （登録の取消し等）  

第３条の３  指定管理者は，個人登録を受けた者若しくは前条の登

録（以下「団体登録」という。）を受けたものが次の各号のいず

れかに該当するとき又は指定管理者が特に必要があると認めると

きは，個人登録若しくは団体登録を取り消し，又は個人登録若し

くは団体登録の効力を停止することができる。  

 (1) 偽りその他不正の手段により個人登録又は団体登録を受けた

とき。  

 (2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

 第４条第１項中「センターを使用しようとするものは，あらかじ

め」を「登録団体等は，施設を貸切りで使用しようとするとき又は

附帯設備を使用しようとするときは，規則で定めるところにより」

に改め，同条第２項を次のように改める。  

２  指定管理者は，センターの管理運営上必要があると認めるとき

は，前項の許可（以下「使用許可」という。）に条件を付するこ

とができる。  

 第４条第３項各号列記以外の部分中「許可」を「使用許可」に改

め，同項第２号を削り，同項第３号を同項第２号とする。  

 第４条の２中「許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は，

センター」を「使用許可を受けた登録団体等は，施設又は附帯設備」

に改める。  

 第４条の３の見出し中「許可」を「使用許可」に改め，同条第１

項及び第２項各号列記以外の部分中「許可」を「使用許可」に改め，

同 項 第 ２ 号 中 「 使 用 者 」 を 「 使 用 許 可 を 受 け た 登 録 団 体 等 」 に ，

「許可」を「使用許可」に改め，同項第３号中「使用者」を「使用

許可を受けた登録団体等」に改め，同項第４号を削り，同項第５号

中「の施設」を削り，「施設を」を「施設若しくは附帯設備を」に

改め，同号を同項第４号とし，同項第６号を同項第５号とする。  

 第４条の４の見出しを「（利用料金）」に改め，同条第１項を次

のように改める。  
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  使用許可を受けた登録団体等又は柏寿荘，南部老人福祉センタ

ー及び沼南老人福祉センターの浴室（以下「浴室」という。）を

使用する者は，規則で定めるところにより施設若しくは附帯設備

又は浴室の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定

管理者に支払わなければならない。ただし，登録団体等（その構

成員の全員が６０歳以上であり，かつ，その構成員の過半数が市

内に住所を有しているものに限る。）が施設を貸切りで使用する

場合その他指定管理者が特に認める場合は，この限りでない。  

 第４条の４第３項中「別表」を「別表第１から別表第３まで」に

改める。  

 第５条各号列記以外の部分中「使用者及び」を削り，「の施設又

は」を「又はその」に改め，同条第２号中「の施設，設備等」を削

り，同条第３号中「の施設」を削る。  

 第５条の３本文中「の施設，設備等」を削る。  

第６条第２項中「附帯設備の使用者」を「使用許可を受けた登録

団体等又は浴室を使用する者」に，「別表」を「別表第１から別表

第３まで」に改める。  

 別 表 中 「 （ 第 ４ 条 の ４ ） 」 を 「 （ 第 ３ 条 の ２ ， 第 ４ 条 の ４ 第 ３

項）」に改め，同表を別表第２とし，附則の次に次の１表を加える。  

別表第１（第３条の２，第４条の４第３項）  

施設 単位（時間） 利用料金の額（円） 

柏寿荘 多目的室１ ３ ４００ 

多目的室２ ３ ４００ 

新講座室 ３ ８１０ 

陶芸室 ３ １，０１０ 

南部老人福祉

センター 

茶室 ３ ４００ 

会議室１ ３ ４００ 

会議室２ ３ ４００ 

会議室１・２ ３ ８１０ 

多目的室 ３ １，０１０ 

陶芸室 ３ １，０１０ 

沼南老人福祉

セ ン タ ー 

教養娯楽室 ３ ４００ 
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センター 講座室 ３ １，０１０ 

陶芸室 ３ ４００ 

備考 登録団体等（その構成員の半数以上が市外に住所を有しているも

のに限る。）が使用する場合の利用料金の額は，利用料金の額（円）

の欄に掲げる額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

 別表に次の１表を加える。  

別表第３（第４条の４第３項）  

 (1) 柏寿荘の浴室  

区分 使用１回当たりの利用料金の額（円） 

６０歳以上の者又は児童等 ２００ 

上記以外の者 ４００ 

備考 

１ 「児童等」とは，満１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。 

２ 市外に住所を有する者（市内に通学する児童等を除く。）が

使用する場合の利用料金の額は，上記以外の者の項使用１回当

たりの利用料金の額（円）の欄に掲げる額に１００分の１５０

を乗じて得た額とする。 

 (2) 南部老人福祉センター及び沼南老人福祉センターの浴室  

区分 使用１回当たりの利用料金の額（円） 

６０歳以上の者又は児童等 １００ 

上記以外の者 ２００ 

備考 前号の表の備考に同じ。 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和９年４月１日から施行する。ただし，次項の

規定は，公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規

則で定める日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例による改正後の柏市老人福祉センター条例（以下「新

条例」という。）第３条第２項の規定による登録，新条例第３条
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の２の規定による登録，新条例第３条の３の規定による登録の取

消し等，新条例第４条の規定による許可，新条例第４条の２の規

定による届出，新条例第４条の３の規定による使用許可の取消し，

新条例第４条の４の規定による利用料金の収受等，新条例第４条

の５の規定による利用料金の減免及び新条例第４条の６ただし書

の規定による利用料金の返還並びにこれらに関し必要な手続その

他の行為は，この条例の施行の日前においても，新条例第３条か

ら新条例第４条の６までの規定の例により行うことができる。  
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議案第９号資料  

   柏市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について  

柏市老人福祉センター条例（昭和４９年柏市条例第３６号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第2条 センターの名称及び位置は，次のとおり
とする。 

第2条 センターの名称及び位置は，次のとおり
とする。 

名称 位置 

柏寿荘 柏市船戸山高野535番地 

南部老人福祉センター及び沼南老人福祉センター 略 
 

名称 位置 

柏寿荘 柏市船戸山高野535番2 

南部老人福祉センター及び沼南老人福祉センター 略 
 

(指定管理者に行わせる業務の範囲) (指定管理者に行わせる業務の範囲) 

第2条の3 前条の規定により指定管理者に行わ
せるセンターの管理に係る業務は，次に掲げる
とおりとする。 

第2条の3 前条の規定により指定管理者に行わ
せるセンターの管理に係る業務は，次に掲げる
とおりとする。 

(1) 略 (1) 略 

 (2) 第3条第2項の規定による登録及び第3条
の2の規定による登録並びに第3条の3の規
定による登録の取消し等に関すること。 

(2) 第3条第3号の規定による使用者の承認，
第4条の規定による使用の許可等，第4条の2

の規定による使用中止の届出及び第4条の3

の規定による許可の取消し等に関すること。 

(3) 第4条の規定による使用の許可等，第4条
の2の規定による使用中止の届出及び第4条
の3の規定による使用許可の取消し等に関す
ること。 

(3) 略 (4) 略 

(4) 略 (5) 略 

(5) 略 (6) 略 

(6) センターの施設，設備等の維持管理に関
すること。 

(7) センターの維持管理に関すること。 

(7) 略 (8) 略 

(開館時間) (開館時間) 

第2条の4 センターの開館時間は，午前9時30分
から午後4時までとする。ただし，指定管理者
が必要と認めるときは，市長の承認を得て，こ
れを変更することができる。 

第2条の4 センターの開館時間は,午前9時30分
から午後4時(金曜日及び土曜日にあっては,午
後7時)までとする。ただし，指定管理者が必要
と認めるときは，市長の承認を得てこれを変更
することができる。 

(使用者の範囲) (使用者の範囲) 

第3条 センターを使用することができるもの
は，次に掲げるものとする。 

第3条 センターを使用することができる者は,

市内に住所を有する60歳以上の者その他規則
で定める者とする。 

(1) 市内に居住する60歳以上の者  

(2) 構成員の全てが60歳以上の者で，かつ，
その過半数が市内に居住する者である団体 

 

(3) 前2号に掲げるもののほか，指定管理者が
認めるもの 

 

 2 センターを使用しようとする者(規則で定め
る者を除く｡)は，規則で定めるところにより指
定管理者の登録を受けなければならない。 

 (登録) 

 第3条の2 別表第1に掲げる施設(以下「施設」と
いう。)を貸切りで使用することができるもの
は，前条第2項の登録(以下「個人登録」という。)

を受けている者をその構成員とする団体であ
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って規則で定めるところにより指定管理者の
登録を受けているものその他規則で定める者
(以下「登録団体等」という。)とする。別表第
2に掲げる附帯設備(以下「附帯設備」という。)

を使用することができるものも，同様とする。 

 (登録の取消し等) 

 第3条の3 指定管理者は，個人登録を受けた者若
しくは前条の登録(以下「団体登録」という。)

を受けたものが次の各号のいずれかに該当す
るとき又は指定管理者が特に必要があると認
めるときは，個人登録若しくは団体登録を取り
消し，又は個人登録若しくは団体登録の効力を
停止することができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により個人登録又
は団体登録を受けたとき。 

 (2) この条例又はこの条例に基づく規則に違
反したとき。 

(使用の許可等) (使用の許可等) 

第4条 センターを使用しようとするものは，あ
らかじめ指定管理者の許可を受けなければな
らない。 

第4条 登録団体等は，施設を貸切りで使用しよ
うとするとき又は附帯設備を使用しようとす
るときは，規則で定めるところにより指定管理
者の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可(以下「許可」という。)を受けよ
うとするものは，規則で定めるところにより，
指定管理者に申請をしなければならない。 

2 指定管理者は，センターの管理運営上必要が
あると認めるときは，前項の許可(以下「使用
許可」という。)に条件を付することができる。 

3 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当す
るときは，許可をしないことができる。 

3 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当す
るときは，使用許可をしないことができる。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 伝染性疾患に感染していると認められる
とき。 

 

(3) 略 (2) 略 

(使用中止の届出) (使用中止の届出) 

第4条の2 許可を受けたもの(以下「使用者」と
いう。)は，センターの使用を中止しようとす
るときは，規則で定めるところにより，その旨
を指定管理者に届け出なければならない。 

第4条の2 使用許可を受けた登録団体等は，施設
又は附帯設備の使用を中止しようとするとき
は，規則で定めるところにより，その旨を指定
管理者に届け出なければならない。 

(許可の取消し等) (使用許可の取消し等) 

第4条の3 指定管理者は，前条の規定による届出
があったときは，許可を取り消すものとする。 

第4条の3 指定管理者は，前条の規定による届出
があったときは，使用許可を取り消すものとす
る。 

2 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当す
るときは，許可を取り消し，又は使用を制限し，
若しくは使用の停止を命じることができる。 

2 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当す
るときは，使用許可を取り消し，又は使用を制
限し，若しくは使用の停止を命じることができ
る。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 使用者が偽りその他不正の行為により許
可を受けたとき。 

(2) 使用許可を受けた登録団体等が偽りその
他不正の行為により使用許可を受けたとき。 

(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく
規則に違反したとき。 

(3) 使用許可を受けた登録団体等がこの条例
又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(4) 使用者が伝染性疾患に感染していると認
められるとき。 

 

(5) 災害，事故，センターの施設の補修その
他の理由により施設を使用に供することが
できなくなったとき又は本市がセンターを

(4) 災害，事故，センターの補修その他の理
由により施設若しくは附帯設備を使用に供
することができなくなったとき又は本市が
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使用する必要が生じたとき。 センターを使用する必要が生じたとき。 

(6) 略 (5) 略 

(附帯設備の利用料金) (利用料金) 

第4条の4 別表に掲げる附帯設備(以下「附帯設
備」という。)の使用者は，規則で定めるとこ
ろにより，附帯設備の利用に係る料金(以下「利
用料金」という。)を指定管理者に支払わなけ
ればならない。 

第4条の4 使用許可を受けた登録団体等又は柏
寿荘，南部老人福祉センター及び沼南老人福祉
センターの浴室(以下「浴室」という。)を使用
する者は，規則で定めるところにより施設若し
くは附帯設備又は浴室の利用に係る料金(以下
「利用料金」という。)を指定管理者に支払わ
なければならない。ただし，登録団体等(その
構成員の全員が60歳以上であり，かつ，その構
成員の過半数が市内に住所を有しているもの
に限る。)が施設を貸切りで使用する場合その
他指定管理者が特に認める場合は，この限りで
ない。 

2 略 2 略 

3 利用料金の額は，別表に定める額の範囲内に
おいて，指定管理者が市長の承認を得て定める
ものとする。 

3 利用料金の額は，別表第1から別表第3までに
定める額の範囲内において，指定管理者が市長
の承認を得て定めるものとする。 

(禁止事項) (禁止事項) 

第5条 使用者及びセンターに入館する者は，セ
ンターの施設又は敷地内において，次に掲げる
行為をしてはならない。 

第5条 センターに入館する者は，センター又は
その敷地内において，次に掲げる行為をしては
ならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) センターの施設，設備等を汚損し，破損
し，又は滅失するおそれがある行為をするこ
と。 

(2) センターを汚損し，破損し，又は滅失す

るおそれがある行為をすること。 

(3) センターの施設の定員を超えて入館する
こと。 

(3) センターの定員を超えて入館すること。 

(4)から(11)まで 略 (4)から(11)まで 略 

(損害賠償) (損害賠償) 

第5条の3 センターの施設，設備等に損害を与え

た者は，市長が相当と認める損害額を賠償しな

ければならない。ただし，市長は，やむを得な

い理由があると認めるときは，その額を減額

し，又は免除することができる。 

第5条の3 センターに損害を与えた者は，市長が

相当と認める損害額を賠償しなければならな

い。ただし，市長は，やむを得ない理由がある

と認めるときは，その額を減額し，又は免除す

ることができる。 

(市長による管理) (市長による管理) 

第6条 略 第6条 略 

2 前項に規定する場合において，市長は，第4

条の4の規定にかかわらず，附帯設備の使用者
から別表に定める額の使用料を徴収するもの
とする。 

2 前項に規定する場合において，市長は，第4

条の4の規定にかかわらず，使用許可を受けた
登録団体等又は浴室を使用する者から別表第1

から別表第3までに定める額の使用料を徴収す
るものとする。 

3 略 3 略 

  

 別表第1(第3条の2，第4条の4第3項) 

 施設 単位(時間) 利用料金の額

(円) 

柏寿荘 多目的室1 3 400 

多目的室2 3 400 

新講座室 3 810 

陶芸室 3 1,010 

南部老人福 茶室 3 400 
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祉センター 会議室1 3 400 

会議室2 3 400 

会議室1・2 3 810 

多目的室 3 1,010 

陶芸室 3 1,010 

沼南老人福

祉センター 

教養娯楽室 3 400 

講座室 3 1,010 

陶芸室 3 400 
 

 備考 登録団体等(その構成員の半数以上が市外に住所を

有しているものに限る。)が使用する場合の利用料金の

額は，利用料金の額(円)の欄に掲げる額に100分の200を

乗じて得た額とする。 

別表(第4条の4) 別表第2(第3条の2，第4条の4第3項) 

略 
 

略 
 

 別表第3(第4条の4第3項) 

 (1) 柏寿荘の浴室 

 区分 使用1回当たりの利用料金の額(円) 

60歳以上の者

又は児童等 

200 

上記以外の者 400 
 

 備考 

 1 「児童等」とは，満18歳に達する日以後の最初の

3月31日までの間にある者をいう。 

 2 市外に住所を有する者(市内に通学する児童等を

除く。)が使用する場合の利用料金の額は，上記以

外の者の項使用1回当たりの利用料金の額(円)の

欄に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とす

る。 

 (2) 南部老人福祉センター及び沼南老人福祉

センターの浴室 

 区分 使用1回当たりの利用料金の額(円) 

60歳以上の者

又は児童等 

100 

上記以外の者 200 
 

 備考 前号の表の備考に同じ。 
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議案第１０号   

 

 

   柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ  

   いて  

 

 

 柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い国民

健康保険の保険料の納付義務者に対する賦課額として合算する額に

子ども・子育て支援納付金賦課額を追加すること等を行いたいので

提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 柏市国民健康保険条例（昭和６３年柏市条例第８号）の一部を次

のように改正する。  

 

 第１０条の２を次のように改める。  

 （保険料の賦課額）  

第１０条の２  保険料の賦課額は，次に掲げる額の合算額とする。  

 (1) 世 帯 主 の 世 帯 に 属 す る 被 保 険 者 に つ き 算 定 し た 基 礎 賦 課 額

（ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ３ 年 政 令 第 ３ ６ ２ 号 。 以 下

「令」という。）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦

課額をいう。以下同じ。）  

 (2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支

援金等賦課額（令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高

齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）  

 (3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（令第２９条

の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定す

る介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）  

 (4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育

て支援納付金賦課額（令第２９条の７第１項第４号に規定する

子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。）  

 第１０条の３第１号イ中「，高齢者医療確保法」を「及び高齢者

医療確保法」に，「及び介護保険法」を「，介護保険法」に改め，

「介護納付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・

子育て支援納付金」という。）」を加え，同号カ中「並びに介護納

付金」を「，介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め，

同条第２号イ中「，病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病

床転換支援金等，介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に

改める。  
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 第１４条第１項第１号中「昭和３３年厚生省令第５３号」の次に

「。以下「省令」という。」を加える。  

 第１９条の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。  

 第１９条の２の４第１項第１号中「相当する額を」の次に「被保

険者に係る」を加え，「国民健康保険法施行規則」を「省令」に改

める。  

 第１９条の２の９第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。  

 第１９条の５第１項第１号中「相当する額を」の次に「介護納付

金 賦 課 被 保 険 者 に 係 る 」 を 加 え ， 「 国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則 」 を

「省令」に改める。  

 第２０条を次のように改める。  

 （子ども・子育て支援納付金賦課総額）  

第２０条  保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額

（第２３条及び第２３条の３から第２３条の５までの規定により

子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあ

っては，その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「子

ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は，第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。  

 (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額  

  ア  当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。次号において同じ。）の額  

  イ  第２３条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に

減額することとなる額の総額  

 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額  

  ア  法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定によ

り貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）の額  
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  イ  その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第

７２条の３第１項，法第７２条の３の２第１項及び法第７２

条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額  

 第２０条の次に次の４条を加える。  

（子ども・子育て支援納付金賦課額）  

第２０条の２  保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦

課額は，当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合算額の総額に，当該世帯に属する１８歳以

上被保険者（令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上

被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険

者均等割額の総額を加算した額とする。  

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）  

第２０条の３  前条の所得割額は，被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に，次条第１

項第１号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。  

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）  

第２０条の４  子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は，次

の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるとおりと

する。  

 (1) 所得割  子ども・子育て支援納付金賦課総額から，第２０条

第１号イに掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を控除した額（以下「子ども・子

育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。）

の１００分の５３に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等（令第２９条の７第５項第４号ただし書に規定す

る場合にあっては，省令第３２条の１０の２に規定する方法に

より補正された後の金額とする。）の総額の見込額で除して得

た数  

 (2) 被保険者均等割  子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率の算定に係る額の１００分の４７に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者の数

等を勘案して算定した数で除して得た額  
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 (3) １８歳以上被保険者均等割  第２０条第１号イに掲げる額の

見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度に

おける１８歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除し

て得た額  

２  前項に規定する保険料率を決定する場合において，小数点以下

第４位未満の端数又は１円未満の端数があるときは，これを切り

上げるものとする。  

３  市長は，第１項に規定する保険料率を決定したときは，速やか

に告示しなければならない。  

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）  

第２０条の５  第２０条の２の子ども・子育て支援納付金賦課額は，

令第２９条の７第５項第１０号に規定する額を超えることができ

ない。  

 第２２条第１項中「若しくは第１９条の２の２」を「，第１９条

の２の２若しくは第２０条の２」に，「，第１９条の３」を「若し

くは第１９条の３」に，「，第２３条の３第１項（同条第２項」を

「若しくは同条第４項各号に定める額，第２３条の３第１項（同条

第３項又は第４項」に改め，「第１４条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り，「第

２３条の３第４項第１号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７

項又は第８項」に，「又は第４項」を「から第５項まで」に，「若

しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項」を「，同条第６項

各号（同条第８項から第１０項まで」に，「の算定」を「若しくは

第２３条の５第１項に定める額の算定」に改め，同条第２項中「第

１９条の２の２」の次に「若しくは第２０条の２の額」を，「次条

第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第４項各号に定める

額」を加え，「第１４条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率

にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り，「第２３条の３第４

項 第 １ 号 」 を 「 同 条 第 ５ 項 」 に ， 「 若 し く は 同 条 第 ５ 項 各 号 」 を  

「，同条第６項各号に定める額若しくは第２３条の５第１項」に改

める。  

 第２３条第１項第１号中「第３号」の次に「並びに第４項」を加
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え，同項第２号中「第２９条の７第５項第３号ロ」を「第２９条の

７第６項第３号ロ」に，「者以外のもの」を「もの以外の者」に改

め，同項第３号中「第２９条の７第５項第３号ハ」を「第２９条の

７第６項第３号ハ」に，「者以外のもの」を「もの以外の者」に改

め，同条に次の１項を加える。  

４  次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は，第２０条の２の子ど

も・子育て支援納付金賦課額から，それぞれ，当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が第２０条の５に規定

する額を超える場合には，同条に規定する額）とする。  

 (1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者  アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びイに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子

育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額  

  ア  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

  イ  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

 (2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合には，その発生した
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日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数に令第２９条の７第６項第３号

ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当するもの以外の者  アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得

た額を合算した額  

  ア  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

  イ  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

 (3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合には，その発生した

日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数に令第２９条の７第６項第３号

ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前２号に該当するもの以外の者  アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳
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以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額を合算した額  

  ア  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額  

  イ  当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額  

 第２３条の２中「及び前条第１項」を「，第１９条の２の３，第

１９条の４及び第２０条の３並びに前条第１項（同条第２項又は第

３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第４

項」に改める。  

 第２３条の３第１項中「第１４条第２項」を「同条第２項」に，

「切り上げ」を「切上げ」に，「第４項」を「第５項」に改め，同

条第６項後段中「第４項」を「第５項」に，「「第１４条」とある

のは「第１９条の２の４」を「同項第１号中「第１４条の」とある

のは「第１９条の２の４の」と，「第２３条第１項各号」とあるの

は「第２３条第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号」

と，同号及び同項第２号中「第１４条第２項」とあるのは「第１９

条の２の４第２項」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５項を

同 条 第 ６ 項 と し ， 同 条 第 ４ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 切 り 上 げ 」 を

「切上げ」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の

１項を加える。  

４  第１項及び第２項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において，第１項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，「第

１４条」とあるのは「第２０条の４」と，第２項中「第１４条第

３項」とあるのは「第２０条の４第３項」と読み替えるものとす

る。  

 第２３条の３に次の１項を加える。  

８  第５項及び第６項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において，第５項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，同項

第１号中「第１４条の」とあるのは「第２０条の４の」と，「第

２３条第１項各号」とあるのは「第２３条第４項各号」と，同号
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及び同項第２号中「第１４条第２項」とあるのは「第２０条の４

第２項」と，第６項中「第１４条第３項」とあるのは「第２０条

の４第３項」と読み替えるものとする。  

 第２３条の４第１項各号列記以外の部分中「第２９条の７第５項

第８号」を「第２９条の７第６項第８号」に，「第５項」を「第６

項」に改め，同項第１号中「国民健康保険法施行規則第３２条の１

０の２」を「省令第３２条の１０の３」に改め，同条第８項前段中

「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に改め，同項後段中

「第５項」を「第６項」に，「第６項」を「同項第２号中「第２３

条第１項各号」とあるのは「第２３条第３項の規定により読み替え

られた同条第１項各号」と，第７項」に改め，同項を同条第９項と

し，同条第７項後段中「第５項」を「第６項」に改め，「第１９条

の２の８」と」の次に「，同項第２号中「第２３条第１項各号」と

あるのは「第２３条第２項の規定により読み替えられた同条第１項

各号」と」を加え，同項を同条第８項とし，同条第６項を同条第７

項とし，同条第５項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項

を加える。  

５  第１項及び第２項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において，第１項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，「第

１１条」とあるのは「第２０条の２」と，「第１９条」とあるの

は「第２０条の５」と，同項第２号中「被保険者均等割」とある

のは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と，第２

項中「第１４条第２項」とあるのは「第２０条の４第２項」と読

み替えるものとする。  

 第２３条の４に次の１項を加える。  

１０  第６項及び第７項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において，第６項中「基礎

賦 課 額 」 と あ る の は 「 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 賦 課 額 」 と ，

「第１１条」とあるのは「第２０条の２」と，「第１９条」とあ

るのは「第２０条の５」と，同項第２号中「被保険者均等割」と

あるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と，

「第２３条第１項各号」とあるのは「第２３条第４項各号」と，
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第７項中「第１４条第２項」とあるのは「第２０条の４第２項」

と読み替えるものとする。  

 第２３条の４の次に次の１条を加える。  

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者

の被保険者均等割額の減額）  

第２３条の５  当該年度において，その世帯に１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被

保険者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保険者

に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割額は，第２０条の４の子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割の保険料率に相当する額（第２３条第４項，第２

３条の３第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは

同条第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第５

項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項

の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当

該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額する

ものとした場合にあっては，当該減額後の額。以下同じ。）から，

当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。  

２  第２０条の４第３項の規定は，前項に規定する額の決定につい

て準用する。この場合において，第２０条の４第３項中「保険料

率」とあるのは，「額」と読み替えるものとする。  

 第２６条中「及び介護納付金賦課額」を「，介護納付金賦課額及

び子ども・子育て支援納付金賦課額」に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１０条の２，第２０条から第２０条の５まで，第２

２条から第２３条の５まで及び第２６条の規定は，令和８年度以

後の年度分の保険料について適用し，令和７年度以前の年度分の

保険料については，なお従前の例による。  
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議案第１０号資料  

   柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  

柏市国民健康保険条例（昭和６３年柏市条例第８号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(保険料の賦課額) (保険料の賦課額) 

第10条の2 保険料の賦課額は，世帯主の世帯に

属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国

民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以

下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定

する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期

高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する

後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)

並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に

規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下

同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号

に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。)の合算額とする。 

第10条の2 保険料の賦課額は，次に掲げる額の

合算額とする。 

 (1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令

(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)

第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課

額をいう。以下同じ。) 

 (2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した後期高齢者支援金等賦課額(令第29条

の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援

金等賦課額をいう。以下同じ。) 

 (3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被

保険者(令第29条の7第1項第3号に規定する

介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)

につき算定した介護納付金賦課額(同号に規

定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。) 

 (4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した子ども・子育て支援納付金賦課額(令

第29条の7第1項第4号に規定する子ども・子

育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。) 

(基礎賦課総額) (基礎賦課総額) 

第10条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

(第23条，第23条の3及び第23条の4の規定によ

り基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては，その減額することとなる額を含む。)

の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は，第

1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

第10条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

(第23条，第23条の3及び第23条の4の規定によ

り基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては，その減額することとなる額を含む。)

の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は，第

1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 ア 略 

イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7

条の規定により読み替えられた法第75条

の7第1項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。)の納付

イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7

条の規定により読み替えられた法第75条

の7第1項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。)の納付
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に要する費用(県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者医療確

保法の規定による後期高齢者支援金等(以

下「後期高齢者支援金等」という。)，高

齢者医療確保法の規定による病床転換支

援金等(以下「病床転換支援金等」という。)

及び介護保険法(平成9年法律第123号)の

規定による納付金(以下「介護納付金」と

いう。)の納付に要する費用に充てる部分

を除く。)の額 

に要する費用(県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者医療確

保法の規定による後期高齢者支援金等(以

下「後期高齢者支援金等」という。)及び

高齢者医療確保法の規定による病床転換

支援金等(以下「病床転換支援金等」とい

う。)，介護保険法(平成9年法律第123号)

の規定による納付金(以下「介護納付金」

という。)並びに子ども・子育て支援法(平

成24年法律第65号)の規定による納付金

(以下「子ども・子育て支援納付金」とい

う。)の納付に要する費用に充てる部分を

除く。)の額 

ウからオまで 略 ウからオまで 略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用(県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等並び

に介護納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。)を除く。) 

カ その他国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用(県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等，介護

納付金並びに子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。)

を除く。) 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 ア 略 

イ 法附則第7条の規定により読み替えられ

た法第75条の規定により交付を受ける補

助金(国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用(県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する後期高齢者支援

金等，病床転換支援金等及び介護納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。以

下このイにおいて同じ。)に係るものを除

く。)及び同条の規定により貸し付けられ

る貸付金(国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものを除く。)の額 

イ 法附則第7条の規定により読み替えられ

た法第75条の規定により交付を受ける補

助金(国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用(県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等，介護納付金並

びに子ども・子育て支援納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。以下このイ

において同じ。)に係るものを除く。)及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金

(国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものを除く。)の額 

ウ及びエ 略 ウ及びエ 略 

(基礎賦課額の保険料率) (基礎賦課額の保険料率) 

第14条 基礎賦課額の保険料率は，次の各号に掲

げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定めると

おりとする。 

第14条 基礎賦課額の保険料率は，次の各号に掲

げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定めると

おりとする。 

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の57に相

当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第

29条の7第2項第4号ただし書に規定する場

合にあっては，国民健康保険法施行規則(昭

和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定す

る方法により補正された後の金額とする。)

の総額の見込額で除して得た数 

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の57に相

当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第

29条の7第2項第4号ただし書に規定する場

合にあっては，国民健康保険法施行規則(昭

和33年厚生省令第53号。以下「省令」とい

う。)第32条の9に規定する方法により補正さ

れた後の金額とする。)の総額の見込額で除

して得た数 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 
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2及び3 略 2及び3 略 

(後期高齢者支援金等賦課総額) (後期高齢者支援金等賦課総額) 

第19条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者

支援金等賦課額(第23条，第23条の3及び第23

条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては，その減

額することとなる額を含む。)の総額(以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。)は，第1

号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額

とする。 

第19条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者

支援金等賦課額(第23条，第23条の3及び第23

条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては，その減

額することとなる額を含む。)の総額(以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。)は，第1

号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額

とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。) 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。)の額 

(2) 略 (2) 略 

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率) (後期高齢者支援金等賦課額の保険料率) 

第19条の2の4 後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率は，次の各号に掲げる区分に応じ，それ

ぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

第19条の2の4 後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率は，次の各号に掲げる区分に応じ，それ

ぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の

100分の57に相当する額を基礎控除後の総

所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし

書に規定する場合にあっては，国民健康保険

法施行規則第32条の9の2に規定する方法に

より補正された後の金額とする。)の総額の

見込額で除して得た数 

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の

100分の57に相当する額を被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3

項第4号ただし書に規定する場合にあって

は，省令第32条の9の2に規定する方法によ

り補正された後の金額とする。)の総額の見

込額で除して得た数 

(2) 略 (2) 略 

2及び3 略 2及び3 略 

(介護納付金賦課総額) (介護納付金賦課総額) 

第19条の2の9 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額(第23条及び第23条の4の規定により

介護納付金賦課額を減額するものとした場合

にあっては，その減額することとなる額を含

む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」とい

う。)は，第1号に掲げる額の見込額から第2号

に掲げる額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。 

第19条の2の9 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額(第23条及び第23条の4の規定により

介護納付金賦課額を減額するものとした場合

にあっては，その減額することとなる額を含

む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」とい

う。)は，第1号に掲げる額の見込額から第2号

に掲げる額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。) 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。)の額 

(2) 略 (2) 略 

(介護納付金賦課額の保険料率) (介護納付金賦課額の保険料率) 

第19条の5 介護納付金賦課被保険者に係る介

護納付金賦課額の保険料率は，次の各号に掲げ

る区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるとお

りとする。 

第19条の5 介護納付金賦課被保険者に係る介

護納付金賦課額の保険料率は，次の各号に掲げ

る区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるとお

りとする。 
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(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の5

3に相当する額を基礎控除後の総所得金額等

(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定す

る場合にあっては，国民健康保険法施行規則

第32条の10に規定する方法により補正され

た後の金額とする。)の総額の見込額で除し

て得た数 

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の5

3に相当する額を介護納付金賦課被保険者に

係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の

7第4項第4号ただし書に規定する場合にあ

っては，省令第32条の10に規定する方法に

より補正された後の金額とする。)の総額の

見込額で除して得た数 

(2) 略 (2) 略 

2及び3 略 2及び3 略 

 (子ども・子育て支援納付金賦課総額) 

第20条 削除 第20条 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支

援納付金賦課額(第23条及び第23条の3から第

23条の5までの規定により子ども・子育て支援

納付金賦課額を減額するものとした場合にあ

っては，その減額することとなる額を含む。)

の総額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課

総額」という。)は，第1号に掲げる額の見込額

から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。 

 (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用(県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。次号において同

じ。)の額 

 イ 第23条の5に規定する基準に従い子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額を減額するものとした場合に減額

することとなる額の総額 

 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 法附則第7条の規定により読み替えられ

た法第75条の規定により交付を受ける補

助金(国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。)及び同条

の規定により貸し付けられる貸付金(国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。)の額 

 イ その他国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。)のための収入(法第72条の

3第1項，法第72条の3の2第1項及び法第7

2条の3の3第1項の規定による繰入金を除

く。)の額 

 (子ども・子育て支援納付金賦課額) 

 第20条の2 保険料の賦課額のうち子ども・子育

て支援納付金賦課額は，当該世帯に属する被保

険者につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額の総額に，当該世帯に属する1

8歳以上被保険者(令第29条の7第5項第3号に規

定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)
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につき算定した18歳以上被保険者均等割額の

総額を加算した額とする。 

 (子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額

の算定) 

 第20条の3 前条の所得割額は，被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎

控除後の総所得金額等に，次条第1項第1号に規

定する所得割の保険料率を乗じて算定する。 

 (子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率) 

 第20条の4 子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率は，次の各号に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

 (1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課

総額から，第20条第1号イに掲げる額の見込

額から同号イに係る同条第2号に掲げる額の

見込額を控除した額を控除した額(以下「子

ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の

算定に係る額」という。)の100分の53に相当

する額を被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等(令第29条の7第5項第4号ただし書

に規定する場合にあっては，省令第32条の1

0の2に規定する方法により補正された後の

金額とする。)の総額の見込額で除して得た

数 

 (2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率の算定に係る額の10

0分の47に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の2か年度の各年度における被

保険者の数等を勘案して算定した数で除し

て得た額 

 (3) 18歳以上被保険者均等割 第20条第1号

イに掲げる額の見込額から同号イに係る同

条第2号に掲げる額の見込額を控除した額を

当該年度の前年度及びその直前の2か年度の

各年度における18歳以上被保険者の数等を

勘案して算定した数で除して得た額 

 2 前項に規定する保険料率を決定する場合にお

いて，小数点以下第4位未満の端数又は1円未満

の端数があるときは，これを切り上げるものと

する。 

 3 市長は，第1項に規定する保険料率を決定した

ときは，速やかに告示しなければならない。 

 (子ども・子育て支援納付金賦課限度額) 

 第20条の5 第20条の2の子ども・子育て支援納

付金賦課額は，令第29条の7第5項第10号に規

定する額を超えることができない。 

(賦課期日後において納付義務の発生，消滅又

は被保険者数の異動等があった場合) 

(賦課期日後において納付義務の発生，消滅又

は被保険者数の異動等があった場合) 

第22条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

し，1世帯に属する被保険者数が増加し，若し

くは減少し，又は1世帯に属する被保険者が介

第22条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

し，1世帯に属する被保険者数が増加し，若し

くは減少し，又は1世帯に属する被保険者が介
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護納付金賦課被保険者となり，若しくは介護納

付金賦課被保険者でなくなり，若しくは令第2

9条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者

等(以下「特例対象被保険者等」という。)とな

った場合における当該納付義務者に係る第11

条若しくは第19条の2の2の額(被保険者数が増

加し，若しくは減少した場合(特定同一世帯所

属者に該当することにより被保険者数が減少

した場合を除く。)又は被保険者が特例対象被

保険者等となった場合における当該納付義務

者に係る世帯別平等割額を除く。)，第19条の3

の額又は次条第1項各号(同条第2項又は第3項

の規定により読み替えて準用する場合を含む。

次項において同じ。)に定める額，第23条の3

第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。)に定め

る第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額，第

23条の3第4項第1号(同条第6項の規定により

読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。)に定める額，第23条の4第1項各号(同条

第3項又は第4項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。)に定め

る額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第

8項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。)に定める額の算定は，

それぞれ，その納付義務が発生し，若しくは被

保険者数が増加し，若しくは減少した日(法第6

条第1号から第8号までの規定のいずれかに該

当したことにより被保険者数が減少した場合

においては，その減少した日が月の初日である

ときに限り，その前日とする。)又は1世帯に属

する被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

り，若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った日若しくは特例対象被保険者等となった

日の属する月から，月割をもって行う。 

護納付金賦課被保険者となり，若しくは介護納

付金賦課被保険者でなくなり，若しくは令第2

9条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者

等(以下「特例対象被保険者等」という。)とな

った場合における当該納付義務者に係る第11

条，第19条の2の2若しくは第20条の2の額(被

保険者数が増加し，若しくは減少した場合(特

定同一世帯所属者に該当することにより被保

険者数が減少した場合を除く。)又は被保険者

が特例対象被保険者等となった場合における

当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除

く。)若しくは第19条の3の額又は次条第1項各

号(同条第2項又は第3項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。)

に定める額若しくは同条第4項各号に定める

額，第23条の3第1項(同条第3項又は第4項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。)に定める額，同条第5項(同条

第7項又は第8項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。)に定め

る額，第23条の4第1項各号(同条第3項から第5

項までの規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。)に定める額，同

条第6項各号(同条第8項から第10項までの規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。)に定める額若しくは第23条の5

第1項に定める額の算定は，それぞれ，その納

付義務が発生し，若しくは被保険者数が増加

し，若しくは減少した日(法第6条第1号から第8

号までの規定のいずれかに該当したことによ

り被保険者数が減少した場合においては，その

減少した日が月の初日であるときに限り，その

前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介

護納付金賦課被保険者となり，若しくは介護納

付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特

例対象被保険者等となった日の属する月から，

月割をもって行う。 

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第11条，第1

9条の2の2若しくは第19条の3の額又は次条第

1項各号に定める額，第23条の3第1項に定める

第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額，第23

条の3第4項第1号に定める額，第23条の4第1項

各号に定める額若しくは同条第5項各号に定め

る額の算定は，その納付義務が消滅した日(法

第6条第1号から第8号までの規定のいずれか

に該当したことにより納付義務が消滅した場

合においては，その消滅した日が月の初日であ

るときに限り，その前日とする。)の属する月

の前月まで，月割をもって行う。 

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第11条，第1

9条の2の2若しくは第20条の2の額若しくは第

19条の3の額又は次条第1項各号に定める額若

しくは同条第4項各号に定める額，第23条の3

第1項に定める額，同条第5項に定める額，第2

3条の4第1項各号に定める額，同条第6項各号

に定める額若しくは第23条の5第1項に定める

額の算定は，その納付義務が消滅した日(法第6

条第1号から第8号までの規定のいずれかに該

当したことにより納付義務が消滅した場合に

おいては，その消滅した日が月の初日であると

きに限り，その前日とする。)の属する月の前

月まで，月割をもって行う。 

(低所得者の保険料の減額) (低所得者の保険料の減額) 

第23条 次の各号に該当する納付義務者に対し 第23条 次の各号に該当する納付義務者に対し
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て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，

第11条の基礎賦課額から，それぞれ，当該各号

に定める額を減額して得た額(当該減額して得

た額が第19条に規定する額を超える場合には，

同条に規定する額)とする。 

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，

第11条の基礎賦課額から，それぞれ，当該各号

に定める額を減額して得た額(当該減額して得

た額が第19条に規定する額を超える場合には，

同条に規定する額)とする。 

(1) 世帯主，当該年度の保険料賦課期日(賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合

には，その発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者につき算定した地方税法第314

条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従

者給与額又は事業専従者控除額については，

同法第313条第3項，第4項又は第5項の規定

を適用せず，所得税法(昭和40年法律第33号)

第57条第1項，第3項又は第4項の規定の例に

よらないものとし，山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額(地方

税法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35

条の2の6第8項又は第11項の規定の適用が

ある場合には，その適用後の金額)，同法附

則第33条の3第5項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額，同法附則第34条第4項に

規定する長期譲渡所得の金額，同法附則第3

5条第5項に規定する短期譲渡所得の金額，同

法附則第35条の2第5項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条

の3第15項の規定の適用がある場合には，そ

の適用後の金額)，同法附則第35条の2の2第5

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は

第35条の3第13項若しくは第15項の規定の

適用がある場合には，その適用後の金額)，

同法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の

4の2第7項の規定の適用がある場合には，そ

の適用後の金額)，外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律第8条第2項に規定する特例適用

利子等の額，同法第8条第4項に規定する特例

適用配当等の額，租税条約等実施特例法第3

条の2の2第10項に規定する条約適用利子等

の額及び同条第12項に規定する条約適用配

当等の額をいう。以下この項において同じ。)

の算定についても同様とする。以下同じ。)

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が，地方税

法第314条の2第2項第1号に定める金額(世

帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3

号において「世帯主等」という。)のうち給

与所得を有する者(前年中に同条第1項に規

定する総所得金額に係る所得税法第28条第

(1) 世帯主，当該年度の保険料賦課期日(賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合

には，その発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者につき算定した地方税法第314

条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従

者給与額又は事業専従者控除額については，

同法第313条第3項，第4項又は第5項の規定

を適用せず，所得税法(昭和40年法律第33号)

第57条第1項，第3項又は第4項の規定の例に

よらないものとし，山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額(地方

税法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35

条の2の6第8項又は第11項の規定の適用が

ある場合には，その適用後の金額)，同法附

則第33条の3第5項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額，同法附則第34条第4項に

規定する長期譲渡所得の金額，同法附則第3

5条第5項に規定する短期譲渡所得の金額，同

法附則第35条の2第5項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条

の3第15項の規定の適用がある場合には，そ

の適用後の金額)，同法附則第35条の2の2第5

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は

第35条の3第13項若しくは第15項の規定の

適用がある場合には，その適用後の金額)，

同法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の

4の2第7項の規定の適用がある場合には，そ

の適用後の金額)，外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律第8条第2項に規定する特例適用

利子等の額，同法第8条第4項に規定する特例

適用配当等の額，租税条約等実施特例法第3

条の2の2第10項に規定する条約適用利子等

の額及び同条第12項に規定する条約適用配

当等の額をいう。以下この項において同じ。)

の算定についても同様とする。以下同じ。)

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が，地方税

法第314条の2第2項第1号に定める金額(世

帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3

号並びに第4項において「世帯主等」という。)

のうち給与所得を有する者(前年中に同条第

1項に規定する総所得金額に係る所得税法第
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1項に規定する給与所得について同条第3項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた

者(同条第1項に規定する給与等の収入金額

が55万円を超える者に限る。)をいう。以下

この号において同じ。)の数及び公的年金等

に係る所得を有する者(前年中に地方税法第

314条の2第1項に規定する総所得金額に係

る所得税法第35条第3項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢

65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り，年齢6

5歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が110万円を超える者に限る。)をい

い，給与所得を有する者を除く。)の数の合

計数(次号及び第3号において「給与所得者等

の数」という。)が2以上の場合にあっては，

地方税法第314条の2第2項第1号に定める金

額に当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した

額 

28条第1項に規定する給与所得について同

条第3項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者(同条第1項に規定する給与等の収

入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。

以下この号において同じ。)の数及び公的年

金等に係る所得を有する者(前年中に地方税

法第314条の2第1項に規定する総所得金額

に係る所得税法第35条第3項に規定する公

的年金等に係る所得について同条第4項に規

定する公的年金等控除額の控除を受けた者

(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金

等の収入金額が60万円を超える者に限り，年

齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が110万円を超える者に限る。)

をいい，給与所得を有する者を除く。)の数

の合計数(次号及び第3号並びに第4項におい

て「給与所得者等の数」という。)が2以上の

場合にあっては，地方税法第314条の2第2項

第1号に定める金額に当該給与所得者等の数

から1を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の基礎

賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が，地方税法第314条の

2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は，同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には，その発生した日とする。)現

在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第2

9条の7第5項第3号ロの規定において当該世

帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数に乗じることとされる金

額を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって

前号に該当する者以外のもの アに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が，地方税法第314条の

2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は，同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には，その発生した日とする。)現

在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第2

9条の7第6項第3号ロの規定において当該世

帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数に乗じることとされる金

額を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって

前号に該当するもの以外の者 アに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が，地方税法第314条

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が，地方税法第314条
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の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のう

ち給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は，同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には，その発生した日とする。)現

在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第2

9条の7第5項第3号ハの規定において当該世

帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数に乗じることとされる金

額を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって

前2号に該当する者以外のもの アに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のう

ち給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は，同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には，その発生した日とする。)現

在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第2

9条の7第6項第3号ハの規定において当該世

帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数に乗じることとされる金

額を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって

前2号に該当するもの以外の者 アに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

2及び3 略 2及び3 略 

 4 次の各号に該当する納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納

付金賦課額は，第20条の2の子ども・子育て支

援納付金賦課額から，それぞれ，当該各号に定

める額を減額して得た額(当該減額して得た額

が第20条の5に規定する額を超える場合には，

同条に規定する額)とする。 

 (1) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が，地方税法第3

14条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては，同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から1を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被

保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額を合算した額 

 ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の7を乗じて得た額 

 イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険

料率に10分の7を乗じて得た額 

 (2) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山
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林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が，地方税法第3

14条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては，同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から1を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額)に当該年度の保険料

賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には，その発生した日とする。)

現在において当該世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令

第29条の7第6項第3号ロの規定において当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数に乗じることとされ

る金額を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であ

って前号に該当するもの以外の者 アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額及びイに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

18歳以上被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額を合算した

額 

 ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の5を乗じて得た額 

 イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険

料率に10分の5を乗じて得た額 

 (3) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が，地方税法第3

14条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては，同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から1を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額)に当該年度の保険料

賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には，その発生した日とする。)

現在において当該世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令

第29条の7第6項第3号ハの規定において当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数に乗じることとされ

る金額を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であ

って前2号に該当するもの以外の者 アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象とされ
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るものの数を乗じて得た額及びイに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

18歳以上被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額を合算した

額 

 ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の2を乗じて得た額 

 イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険

料率に10分の2を乗じて得た額 

(特例対象被保険者等の特例) (特例対象被保険者等の特例) 

第23条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等である場合における第12条第1項

及び前条第1項の規定の適用については，第12

条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額(令第29条の7の2第2項

に規定する特例対象被保険者等の総所得金額

に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項

に規定する給与所得が含まれている場合にお

いては，当該給与所得については，同条第2項

の規定によって計算した金額の100分の30に

相当する金額によるものとする。第2項におい

て同じ。)」と，「所得の金額(同法」とあるの

は「所得の金額(地方税法」と，前条第1項第1

号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特

例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第2

8条第1項に規定する給与所得が含まれている

場合においては，当該給与所得については，同

条第2項の規定によって計算した金額の100分

の30に相当する金額によるものとする。」と，

「ついては，同法」とあるのは「ついては，地

方税法」と，「所得税法(昭和40年法律第33号)

第57条第1項」とあるのは「所得税法第57条第

1項」とする。 

第23条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等である場合における第12条第1項，

第19条の2の3，第19条の4及び第20条の3並び

に前条第1項(同条第2項又は第3項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。)及び同条

第4項の規定の適用については，第12条第1項

中「規定する総所得金額」とあるのは「規定す

る総所得金額(令第29条の7の2第2項に規定す

る特例対象被保険者等の総所得金額に所得税

法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定す

る給与所得が含まれている場合においては，当

該給与所得については，同条第2項の規定によ

って計算した金額の100分の30に相当する金

額によるものとする。第2項において同じ。)」

と，「所得の金額(同法」とあるのは「所得の

金額(地方税法」と，前条第1項第1号中「総所

得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被

保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1

項に規定する給与所得が含まれている場合に

おいては，当該給与所得については，同条第2

項の規定によって計算した金額の100分の30

に相当する金額によるものとする。」と，「つ

いては，同法」とあるのは「ついては，地方税

法」と，「所得税法(昭和40年法律第33号)第5

7条第1項」とあるのは「所得税法第57条第1項」

とする。 

(未就学児の被保険者均等割額の減額) (未就学児の被保険者均等割額の減額) 

第23条の3 当該年度において，その世帯に6歳

に達する日以後の最初の3月31日以前である

被保険者(以下「未就学児」という。)がある場

合における当該被保険者に係る当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額は，第14条の基

礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当

該保険料率に10分の5を乗じて得た額(第14条

第2項の規定により端数の切り上げを行った後

の額とする。)を控除して得た額とする(第4項

に掲げる場合を除く。)。 

第23条の3 当該年度において，その世帯に6歳

に達する日以後の最初の3月31日以前である

被保険者(以下「未就学児」という。)がある場

合における当該被保険者に係る当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額は，第14条の基

礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当

該保険料率に10分の5を乗じて得た額(同条第2

項の規定により端数の切上げを行った後の額

とする。)を控除して得た額とする(第5項に掲

げる場合を除く。)。 

2及び3 略 2及び3 略 
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 4 第1項及び第2項の規定は，子ども・子育て支

援納付金賦課額の減額について準用する。この

場合において，第1項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，

「第14条」とあるのは「第20条の4」と，第2

項中「第14条第3項」とあるのは「第20条の4

第3項」と読み替えるものとする。 

4 当該年度において，第23条に規定する基準に

従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に未就学児がある場合における当該未

就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は，第1号に掲げる額から第2号に

掲げる額を控除して得た額とする。 

5 当該年度において，第23条に規定する基準に

従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に未就学児がある場合における当該未

就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は，第1号に掲げる額から第2号に

掲げる額を控除して得た額とする。 

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から，当該保険料率に第23条第1項

各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項

各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第14条

第2項の規定により端数の切り上げを行った

後の額とする。)を控除して得た額 

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から，当該保険料率に第23条第1項

各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項

各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第14条

第2項の規定により端数の切上げを行った後

の額とする。)を控除して得た額 

(2) 前号に掲げる額に，それぞれ10分の5を乗

じて得た額(第14条第2項の規定により端数

の切り上げを行った後の額とする。) 

(2) 前号に掲げる額に，それぞれ10分の5を乗

じて得た額(第14条第2項の規定により端数

の切上げを行った後の額とする。) 

5 略 6 略 

6 前2項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において，第

4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者

支援金等賦課額」と，「第14条」とあるのは「第

19条の2の4」と，前項中「第14条第3項」とあ

るのは「第19条の2の4第3項」と読み替えるも

のとする。 

7 前2項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において，第

5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者

支援金等賦課額」と，同項第1号中「第14条の」

とあるのは「第19条の2の4の」と，「第23条

第1項各号」とあるのは「第23条第2項の規定

により読み替えられた同条第1項各号」と，同

号及び同項第2号中「第14条第2項」とあるの

は「第19条の2の4第2項」と，前項中「第14条

第3項」とあるのは「第19条の2の4第3項」と

読み替えるものとする。 

 8 第5項及び第6項の規定は，子ども・子育て支

援納付金賦課額の減額について準用する。この

場合において，第5項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，

同項第1号中「第14条の」とあるのは「第20条

の4の」と，「第23条第1項各号」とあるのは

「第23条第4項各号」と，同号及び同項第2号

中「第14条第2項」とあるのは「第20条の4第2

項」と，第6項中「第14条第3項」とあるのは

「第20条の4第3項」と読み替えるものとする。 

(出産被保険者の保険料の減額) (出産被保険者の保険料の減額) 

第23条の4 当該年度において，世帯に出産被保

険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産

被保険者をいう。以下同じ。)がある場合にお

ける当該世帯の納付義務者に対して課する保

険料の賦課額のうち基礎賦課額は，第11条の基

礎賦課額から，次の各号の合算額を減額して得

た額(当該減額して得た額が第19条に規定する

第23条の4 当該年度において，世帯に出産被保

険者(令第29条の7第6項第8号に規定する出産

被保険者をいう。以下同じ。)がある場合にお

ける当該世帯の納付義務者に対して課する保

険料の賦課額のうち基礎賦課額は，第11条の基

礎賦課額から，次の各号の合算額を減額して得

た額(当該減額して得た額が第19条に規定する
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額を超える場合には，同条に規定する額)とす

る(第5項に掲げる場合を除く。)。 

額を超える場合には，同条に規定する額)とす

る(第6項に掲げる場合を除く。)。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総

所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1

を乗じて得た額に，当該出産被保険者の出産

の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の

10の2で定める場合には，出産の日。第29条

の3第1項及び第2項において同じ。)の属する

月(以下この号において「出産予定月」とい

う。)の前月(多胎妊娠の場合には，3月前)か

ら出産予定月の翌々月までの期間(以下「産

前産後期間」という。)のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総

所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1

を乗じて得た額に，当該出産被保険者の出産

の予定日(省令第32条の10の3で定める場合

には，出産の日。第29条の3第1項及び第2項

において同じ。)の属する月(以下この号にお

いて「出産予定月」という。)の前月(多胎妊

娠の場合には，3月前)から出産予定月の翌々

月までの期間(以下「産前産後期間」という。)

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

(2) 略 (2) 略 

2から4まで 略 2から4まで 略 

 5 第1項及び第2項の規定は，子ども・子育て支

援納付金賦課額の減額について準用する。この

場合において，第1項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，

「第11条」とあるのは「第20条の2」と，「第

19条」とあるのは「第20条の5」と，同項第2

号中「被保険者均等割」とあるのは「被保険者

均等割及び18歳以上被保険者均等割」と，第2

項中「第14条第2項」とあるのは「第20条の4

第2項」と読み替えるものとする。 

5 略 6 略 

6 略 7 略 

7 前2項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において，第

5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者

支援金等賦課額」と，「第11条」とあるのは「第

19条の2の2」と，「第19条」とあるのは「第1

9条の2の8」と，前項中「第14条第2項」とあ

るのは「第19条の2の4第2項」と読み替えるも

のとする。 

8 前2項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において，第

6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者

支援金等賦課額」と，「第11条」とあるのは「第

19条の2の2」と，「第19条」とあるのは「第1

9条の2の8」と，同項第2号中「第23条第1項各

号」とあるのは「第23条第2項の規定により読

み替えられた同条第1項各号」と，前項中「第1

4条第2項」とあるのは「第19条の2の4第2項」

と読み替えるものとする。 

8 第5項及び第6項の規定は，介護納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において，

第5項中「出産被保険者がある場合」とあるの

は「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。以下この項において同じ。)が

ある場合」と，「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と，「第11条」とあるのは「第

19条の3」と，「第19条」とあるのは「第19条

の6」と，第6項中「第14条第2項」とあるのは

「第19条の5第2項」と読み替えるものとする。 

9 第6項及び第7項の規定は，介護納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において，

第6項中「出産被保険者がある場合」とあるの

は「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。以下この項において同じ。)が

ある場合」と，「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と，「第11条」とあるのは「第

19条の3」と，「第19条」とあるのは「第19条

の6」と，同項第2号中「第23条第1項各号」と

あるのは「第23条第3項の規定により読み替え

られた同条第1項各号」と，第7項中「第14条

第2項」とあるのは「第19条の5第2項」と読み

替えるものとする。 

 10 第6項及び第7項の規定は，子ども・子育て
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支援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第6項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と，

「第11条」とあるのは「第20条の2」と，「第

19条」とあるのは「第20条の5」と，同項第2

号中「被保険者均等割」とあるのは「被保険者

均等割及び18歳以上被保険者均等割」と，「第

23条第1項各号」とあるのは「第23条第4項各

号」と，第7項中「第14条第2項」とあるのは

「第20条の4第2項」と読み替えるものとする。 

 (18歳に達する日以後の最初の3月31日以前で

ある被保険者の被保険者均等割額の減額) 

 第23条の5 当該年度において，その世帯に18歳

に達する日以後の最初の3月31日以前である被

保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)が

ある場合における当該18歳未満被保険者に係

る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額は，第20条の4の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

の保険料率に相当する額(第23条第4項，第23

条の3第4項の規定により読み替えられた同条

第1項若しくは同条第8項の規定により読み替

えられた同条第5項又は前条第5項の規定によ

り読み替えられた同条第1項若しくは同条第10

項の規定により読み替えられた同条第6項に規

定する基準に従い当該18歳未満被保険者に係

る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割の保険料率に相当する額

を減額するものとした場合にあっては，当該減

額後の額。以下同じ。)から，当該保険料率に

相当する額を控除して得た額とする。 

 2 第20条の4第3項の規定は，前項に規定する額

の決定について準用する。この場合において，

第20条の4第3項中「保険料率」とあるのは，

「額」と読み替えるものとする。 

(保険料の端数計算等) (保険料の端数計算等) 

第26条 基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課額

及び介護納付金賦課額のそれぞれに100円未

満の端数があるとき又はそのそれぞれの全額

が100円未満であるときは，基礎賦課額，後期

高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額

のそれぞれについてその端数金額又はその全

額を切り捨てる。 

第26条 基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課

額，介護納付金賦課額及び子ども・子育て支援

納付金賦課額のそれぞれに100円未満の端数

があるとき又はそのそれぞれの全額が100円

未満であるときは，基礎賦課額，後期高齢者支

援金等賦課額，介護納付金賦課額及び子ども・

子育て支援納付金賦課額のそれぞれについて

その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

2 基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課額及び

介護納付金賦課額を納期ごとに分割する場合

において，基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦

課額及び介護納付金賦課額のそれぞれの納期

ごとの納付額に100円未満の端数があるとき

は，その端数金額は，最初の納期に係る納付額

にそれぞれ合算するものとする。基礎賦課額，

後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦

2 基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課額，介

護納付金賦課額及び子ども・子育て支援納付金

賦課額を納期ごとに分割する場合において，基

礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課額，介護納

付金賦課額及び子ども・子育て支援納付金賦課

額のそれぞれの納期ごとの納付額に100円未

満の端数があるときは，その端数金額は，最初

の納期に係る納付額にそれぞれ合算するもの
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課額に変更があったときも，同様とする。 とする。基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課 

 額，介護納付金賦課額及び子ども・子育て支援

納付金賦課額に変更があったときも，同様とす

る。 
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議案第１１号   

 

 

   柏市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 柏市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ８年  ２月２５日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 介護保険法施行令の改正に伴い，令和８年度の保険料率の算定に

関する特例等を定めたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 柏市介護保険条例（平成１２年柏市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第３条第１項第６号ア中「合計所得金額（」を削り，「をいう。

以下同じ」を「（以下この項及び附則第３項において「合計所得金

額」という」に改め，「する。以下」の次に「この項において」を

加える。  

 附則第３項の前の見出し及び同項，附則第４項，附則第５項の前

の見出し及び同項，附則第６項，附則第７項，附則第８項の前の見

出し及び同項並びに附則第９項を削り，附則第１０項中「合計所得

金額に」の次に「給与所得（」を，「給与所得」の次に「をいう。

以下同じ。）」を加え，同項を附則第３項とし，同項の次に次の見

出し，３項，見出し及び３項を加える。  

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特

例）  

４  第１号被保険者（令和８年４月１日において本市に住所を有し

ない者を除き，同年１月１日において本市に住所を有する者（地

方税法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録

されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この項から

附則第７項までにおいて同じ。）のうち，令和７年の合計所得金

額（同法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をい

う。以下同じ。）に給与所得が含まれている者（同年中の給与等

（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）

の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第

３条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０

号ア，第１１号ア，第１２号ア，第１３号ア，第１４号ア，第１

５号ア，第１６号ア及び第１７号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については，同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律
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第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（以下この項及び附則第３項において「合計所得金額」という。  

）（」とあるのは，「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいい，当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には，当

該給与所得の金額については，同条第２項の規定によって計算し

た金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら ５ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 控 除 し て 得 た 額 を 加 え た 額 に よ る も の と

し，」とする。  

５  第１号被保険者のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円

以上１，６１９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度

における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア，第

７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，第１１号ア，第１２

号ア，第１３号ア，第１４号ア，第１５号ア，第１６号ア及び第

１７号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項第

６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額（以下この項及び附則第３

項において「合計所得金額」という。）（」とあるのは，「合計

所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をいい，当該合計所得金額

に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す

る給与所得が含まれている場合には，当該給与所得の金額につい

ては，同条第２項の規定によって計算した金額に１００，０００

円を加えた額によるものとし，」とする。  

６  第１号被保険者のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，００

０円以上１，９００，０００円未満である者に限る。）の令和８

年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア，

第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，第１１号ア，第１

２号ア，第１３号ア，第１４号ア，第１５号ア，第１６号ア及び

第１７号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項
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第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下この項及び附則第

３項において「合計所得金額」という。）（」とあるのは，「合

計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい，当該合計所得金

額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には，当該給与所得の金額につ

いては，同条第２項の規定によって計算した金額に６５０，００

０円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の同条第１項に規

定する給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定に

よる改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として同表により

当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を

控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるも

のとし，」とする。  

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  

７  第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項の規定の適用については，当該第１号被保険者の

属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに，第１号に掲げる

者に該当し，かつ，第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該

当する者があるときは，当該該当する者は，同年度分の地方税法

の規定による市町村民税が課されている者とみなす。  

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和

８年４月１日において本市に住所を有しない者を除く。）であ

って，同年１月１日において本市に住所を有するもの（地方税

法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録さ

れている者とみなされた者を含む。）  

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し，かつ，

令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない

者であって，次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当

するもの  

ア  令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６

５１，０００円未満であり，かつ，１，３５０，０００円か
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ら同年の合計所得金額を控除して得た額が，同年中の給与等

の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下であ

る場合  

イ  令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，

６１９，０００円未満であり，かつ，１，３５０，０００円

から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００

円以下である場合  

ウ  令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以

上１，９００，０００円未満であり，かつ，１，３５０，０

００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が，６５０，

０００円から，同年中の給与等の収入金額から当該給与等の

収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律

第 １ ３ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所 得 税 法 別 表 第 ５

（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として別表第

５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後

の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下であ

る場合  

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず，かつ，

令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない

者であって，次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当

するもの  

ア  令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６

５１，０００円未満であり，かつ，柏市税条例（昭和３０年

柏市条例第１４号）第２４条第２項に規定する金額から同年

の合計所得金額を控除して得た額が，同年中の給与等の収入

金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合  

イ  令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，

６１９，０００円未満であり，かつ，柏市税条例第２４条第

２項に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が１００，０００円以下である場合  

ウ  令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以

上１，９００，０００円未満であり，かつ，柏市税条例第２

４条第２項に規定する金額から同年の合計所得金額を控除し
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て得た額が，６５０，０００円から，同年中の給与等の収入

金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額と

して別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た

額以下である場合  

８  第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項の規定の適用については，当該第１号被保険者が

前項第１号に掲げる者に該当し，かつ，同項第２号又は第３号に

掲げる者のいずれかに該当するときは，当該第１号被保険者は，

同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者と

みなす。  

（令和８年度分の保険料の減免に係る特例）  

９  令和８年度分の保険料に係る第１０条第１項の規定の適用につ

いては，同項中「申請により」とあるのは，「申請により（規則

で定める場合にあっては，当該保険料の納付義務者の申請によら

ず）」とする。  

 附則第１１項を附則第１０項とし，附則第１２項を附則第１１項

とし，附則第１３項の前の見出しを削り，同項を附則第１２項とし，

同項の前に見出しとして「（沼南町との合併に伴う経過措置）」を

付し，附則第１４項を附則第１３項とし，附則第１５項から附則第

１７項までを１項ずつ繰り上げる。  

 

   附  則  

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。  
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議案第１１号資料  

   柏市介護保険条例の一部を改正する条例について  

柏市介護保険条例（平成１２年柏市条例第１６号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(保険料率) (保険料率) 

第3条 法第129条第2項の規定による令和6年度

から令和8年度までの各年度における保険料率

は，次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に

応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

第3条 法第129条第2項の規定による令和6年度

から令和8年度までの各年度における保険料率

は，次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に

応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)から(5)まで 略 (1)から(5)まで 略 

(6) 次のいずれかに該当する者 76,560円 (6) 次のいずれかに該当する者 76,560円 

ア 合計所得金額(当該保険料の賦課期日の

属する年の前年の地方税法(昭和25年法律

第226号)第292条第1項第13号に規定する

合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特

別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4

第1項若しくは第2項，第34条第1項，第34

条の2第1項，第34条の3第1項，第35条第1

項，第35条の2第1項，第35条の3第1項又

は第36条の規定の適用がある場合には，当

該合計所得金額から令第22条の2第2項に

規定する特別控除額を控除して得た額と

し，当該合計所得金額が0を下回る場合に

は，0とする。以下同じ。)が1,200,000円

未満である者であり，かつ，前各号のいず

れにも該当しないもの 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前

年の地方税法(昭和25年法律第226号)第29

2条第1項第13号に規定する合計所得金額

(以下この項及び附則第3項において「合計

所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和

32年法律第26号)第33条の4第1項若しく

は第2項，第34条第1項，第34条の2第1項，

第34条の3第1項，第35条第1項，第35条の

2第1項，第35条の3第1項又は第36条の規

定の適用がある場合には，当該合計所得金

額から令第22条の2第2項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし，当該合計所

得金額が0を下回る場合には，0とする。以

下この項において同じ。)が1,200,000円未

満である者であり，かつ，前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 略 イ 略 

(7)から(18)まで 略 (7)から(18)まで 略 

2から4まで 略 2から4まで 略 

  

附 則 附 則 

(平成12年度及び平成13年度における保険料率

の特例) 

 

3 平成12年度における保険料率は，第3条の規

定にかかわらず，次の各号に掲げる第1号被保

険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

額とする。 

 

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,080

円 

 

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,120

円 

 

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,150

円 

 

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,190

円 

 

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,230

円 

 

4 平成13年度における保険料率は，第3条の規  
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定にかかわらず，次の各号に掲げる第1号被保

険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

額とする。 

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,230

円 

 

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,350

円 

 

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,460

円 

 

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,580

円 

 

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,690

円 

 

(平成12年度の納期の特例)  

5 平成12年度の納期は，第4条第1項の規定にか

かわらず，次のとおりとする。 

 

第1期 10月1日から同月末日まで 

第2期 11月1日から同月末日まで 

第3期 12月1日から同月25日まで 

第4期 1月1日から同月末日まで 

第5期 2月1日から同月末日まで 

第6期 3月1日から同月末日まで 
 

 

6 平成12年度に限り，第4条第2項の規定の適用

については，同項前段中「別に定めることがで

きる」とあるのは，「10月1日以後において別

に定める時期とすることができる」とする。 

 

(平成13年度の納期ごとの保険料額の特例)  

7 平成13年度においては，第5期から第10期ま

での各納期に納付すべき保険料額は，第1期か

ら第4期までの各納期に納付すべき保険料額に

2を乗じて得た額とすることを基本とする。 

 

(平成12年度及び平成13年度において賦課期日

後に資格の取得又は喪失等があった場合の保

険料額の算定の特例) 

 

8 平成12年度及び平成13年度において保険料

の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得

し，又は喪失した第1号被保険者に係る保険料

額は，第6条第1項又は第2項の規定にかかわら

ず，次の各号に掲げる年度の区分に応じ，それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

 

(1) 平成12年度 平成12年度を通じて第1号

被保険者の資格を有したとした場合の保険

料額(次項において「平成12年度通年保険料

額」という。)を6で除して得た額に平成12

年10月から平成13年3月までの間において

第1号被保険者の資格を有する月数(当該資

格を取得した日の属する月を含み，当該資格

を喪失した日の属する月を除く。以下この項

において同じ。)を乗じて得た額 

 

(2) 平成13年度 次に掲げる額の合計額  

ア 平成13年度を通じて第1号被保険者の  
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資格を有するとした場合の保険料額(以下

「平成13年度通年保険料額」という。)を1

8で除して得た額に平成13年4月から同年

9月までの間において第1号被保険者の資

格を有する月数を乗じて得た額 

イ 平成13年度通年保険料額を9で除して

得た額に平成13年10月から平成14年3月

までの間において第1号被保険者の資格を

有する月数を乗じて得た額 

 

9 平成12年度及び平成13年度において保険料

の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イ

に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに

至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)，

ロ若しくはハ，同項第2号ロ，同項第3号ロ又は

同項第4号ロ(以下この項において「令第38条第

1項第1号イ等」という。)に該当するに至った

第1号被保険者に係る保険料額は，第6条第3項

の規定にかかわらず，次の各号に掲げる区分に

応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

 

(1) 令第38条第1項第1号イ等に該当するに至

った日が平成12年4月2日から同年10月31日

までの間である場合 該当するに至った令

第38条第1項第1号イ等に規定する者として

支払うべき平成12年度通年保険料額 

 

(2) 令第38条第1項第1号イ等に該当するに至

った日が平成12年11月1日から平成13年3月

31日までの間である場合 令第38条第1項

第1号イ等に該当しなかったとした場合の平

成12年度通年保険料額を6で除して得た額

に平成12年10月から令第38条第1項第1号イ

等に該当するに至った日の属する月の前月

までの月数を乗じて得た額及び当該該当す

るに至った令第38条第1項第1号イ等に規定

する者として支払うべき平成12年度通年保

険料額を6で除して得た額に当該令第38条

第1項第1号イ等に該当するに至った日の属

する月から平成13年3月までの月数を乗じ

て得た額の合計額 

 

(3) 令第38条第1項第1号イ等に該当するに至

った日が平成13年4月2日から同年9月30日

までの間である場合 令第38条第1項第1号

イ等に該当しなかったとした場合の平成13

年度通年保険料額を18で除して得た額に平

成13年4月から令第38条第1項第1号イ等に

該当するに至った日の属する月の前月まで

の月数を乗じて得た額，当該該当するに至っ

た令第38条第1項第1号イ等に規定する者と

して支払うべき平成13年度通年保険料額を

18で除して得た額に当該令第38条第1項第1

号イ等に該当するに至った日の属する月か

ら平成13年9月までの月数を乗じて得た額

及び当該該当するに至った令第38条第1項

 

99



 

第1号イ等に規定する者として支払うべき平

成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得

た額の合計額 

(4) 令第38条第1項第1号イ等に該当するに至

った日が平成13年10月中である場合 令第

38条第1項第1号イ等に該当しなかったとし

た場合の平成13年度通年保険料額に3分の1

を乗じて得た額及び該当するに至った令第3

8条第1項第1号イ等に規定する者として支

払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2

を乗じて得た額の合計額 

 

(5) 令第38条第1項第1号イ等に該当するに至

った日が平成13年11月1日から平成14年3月

31日までの間である場合 令第38条第1項

第1号イ等に該当しなかったとした場合の平

成13年度通年保険料額に3分の1を乗じて得

た額，令第38条第1項第1号イ等に該当しな

かったとした場合の平成13年度通年保険料

額を9で除して得た額に平成13年10月から

令第38条第1項第1号イ等に該当するに至っ

た日の属する月の前月までの月数を乗じて

得た額及び当該該当するに至った令第38条

第1項第1号イ等に規定する者として支払う

べき平成13年度通年保険料額を9で除して

得た額に当該令第38条第1項第1号イ等に該

当するに至った日の属する月から平成14年

3月までの月数を乗じて得た額の合計額 

 

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算

定に関する基準の特例) 

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算

定に関する基準の特例) 

10 第1号被保険者のうち，合計所得金額に所得

税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定

する給与所得又は同法第35条第3項に規定す

る公的年金等に係る所得が含まれている者の

令和3年度から令和5年度までの各年度におけ

る保険料率の算定についての第3条第1項(第6

号ア，第7号ア，第8号ア，第9号ア，第10号ア，

第11号ア，第12号ア，第13号ア，第14号ア，

第15号ア，第16号ア及び第17号アに係る部分

に限る。)の規定の適用については，同項第6号

ア中「租税特別措置法」とあるのは，「所得税

法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定す

る給与所得及び同法第35条第3項に規定する

公的年金等に係る所得の合計額については，同

法第28条第2項の規定によって計算した金額

及び同法第35条第2項第1号の規定によって計

算した金額の合計額から10万円を控除して得

た額(当該額が0を下回る場合には，0とする。)

によるものとし，租税特別措置法」とする。 

3 第1号被保険者のうち，合計所得金額に給与所

得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1

項に規定する給与所得をいう。以下同じ。)又

は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係

る所得が含まれている者の令和3年度から令和

5年度までの各年度における保険料率の算定に

ついての第3条第1項(第6号ア，第7号ア，第8

号ア，第9号ア，第10号ア，第11号ア，第12号

ア，第13号ア，第14号ア，第15号ア，第16号

ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の

適用については，同項第6号ア中「租税特別措

置法」とあるのは，「所得税法(昭和40年法律

第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び

同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る

所得の合計額については，同法第28条第2項の

規定によって計算した金額及び同法第35条第2

項第1号の規定によって計算した金額の合計額

から10万円を控除して得た額(当該額が0を下

回る場合には，0とする。)によるものとし，租

税特別措置法」とする。 

 (令和8年度の保険料率の算定に関する所得の

額の算定方法の特例) 

 4 第1号被保険者(令和8年4月1日において本市
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に住所を有しない者を除き，同年1月1日におい

て本市に住所を有する者(地方税法第294条第3

項の規定により本市の住民基本台帳に記録さ

れている者とみなされた者を含む。)に限る。

以下この項から附則第7項までにおいて同じ。)

のうち，令和7年の合計所得金額(同法第292条

第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

以下同じ。)に給与所得が含まれている者(同年

中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する

給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が551,

000円以上651,000円未満である者に限る。)の

令和8年度における保険料率の算定についての

第3条第1項(第6号ア，第7号ア，第8号ア，第9

号ア，第10号ア，第11号ア，第12号ア，第13

号ア，第14号ア，第15号ア，第16号ア及び第1

7号アに係る部分に限る。)の規定の適用につい

ては，同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律

第226号)第292条第1項第13号に規定する合計

所得金額(以下この項及び附則第3項において

「合計所得金額」という。)(」とあるのは，「合

計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)

第292条第1項第13号に規定する合計所得金額

をいい，当該合計所得金額に所得税法(昭和40

年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所

得が含まれている場合には，当該給与所得の金

額については，同条第2項の規定によって計算

した金額に令和7年中の同条第1項に規定する

給与等の収入金額から550,000円を控除して得

た額を加えた額によるものとし，」とする。 

 5 第1号被保険者のうち，令和7年の合計所得金

額に給与所得が含まれている者(同年中の給与

等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未

満である者に限る。)の令和8年度における保険

料率の算定についての第3条第1項(第6号ア，第

7号ア，第8号ア，第9号ア，第10号ア，第11号

ア，第12号ア，第13号ア，第14号ア，第15号

ア，第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)

の規定の適用については，同項第6号ア中「地

方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項

第13号に規定する合計所得金額(以下この項及

び附則第3項において「合計所得金額」という。)

(」とあるのは，「合計所得金額(地方税法(昭和

25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定

する合計所得金額をいい，当該合計所得金額に

所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に

規定する給与所得が含まれている場合には，当

該給与所得の金額については，同条第2項の規

定によって計算した金額に100,000円を加えた

額によるものとし，」とする。 

 6 第1号被保険者のうち，令和7年の合計所得金

額に給与所得が含まれている者(同年中の給与

等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円

未満である者に限る。)の令和8年度における保
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険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア，

第7号ア，第8号ア，第9号ア，第10号ア，第11

号ア，第12号ア，第13号ア，第14号ア，第15

号ア，第16号ア及び第17号アに係る部分に限

る。)の規定の適用については，同項第6号ア中

「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第

1項第13号に規定する合計所得金額(以下この

項及び附則第3項において「合計所得金額」と

いう。)(」とあるのは，「合計所得金額(地方税

法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13

号に規定する合計所得金額をいい，当該合計所

得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28

条第1項に規定する給与所得が含まれている場

合には，当該給与所得の金額については，同条

第2項の規定によって計算した金額に650,000

円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の同

条第1項に規定する給与等の収入金額から当該

給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正

する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定に

よる改正前の所得税法別表第5の給与等の金額

として同表により当該金額に応じて求めた同

表の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額をいう。)を控除して得た額を加えた

額によるものとし，」とする。 

 (令和8年度の保険料率の算定に関する基準の

特例) 

 7 第1号被保険者の令和8年度における保険料

率の算定についての第3条第1項の規定の適用

については，当該第1号被保険者の属する世帯

の世帯主及び全ての世帯員のうちに，第1号に

掲げる者に該当し，かつ，第2号又は第3号に掲

げる者のいずれかに該当する者があるときは，

当該該当する者は，同年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されている者とみなす。 

 (1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含

まれている者(令和8年4月1日において本市

に住所を有しない者を除く。)であって，同

年1月1日において本市に住所を有するもの

(地方税法第294条第3項の規定により本市の

住民基本台帳に記録されている者とみなさ

れた者を含む。) 

 (2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者

に該当し，かつ，令和8年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であ

って，次のアからウまでに掲げる場合のいず

れかに該当するもの 

 ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,00

0円以上651,000円未満であり，かつ，1,3

50,000円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が，同年中の給与等の収入金額

から550,000円を控除して得た額以下であ

る場合 
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 イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,00

0円以上1,619,000円未満であり，かつ，1,

350,000円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が100,000円以下である場合 

 ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,

000円以上1,900,000円未満であり，かつ，

1,350,000円から同年の合計所得金額を控

除して得た額が，650,000円から，同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収

入金額を所得税法等の一部を改正する法

律(令和7年法律第13号)第1条の規定によ

る改正前の所得税法別表第5(以下「別表第

5」という。)の給与等の金額として別表第

5により当該金額に応じて求めた別表第5

の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額を控除して得た額以下である

場合 

 (3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に

該当せず，かつ，令和8年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であ

って，次のアからウまでに掲げる場合のいず

れかに該当するもの 

 ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,00

0円以上651,000円未満であり，かつ，柏

市税条例(昭和30年柏市条例第14号)第24

条第2項に規定する金額から同年の合計所

得金額を控除して得た額が，同年中の給与

等の収入金額から550,000円を控除して得

た額以下である場合 

 イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,00

0円以上1,619,000円未満であり，かつ，柏

市税条例第24条第2項に規定する金額か

ら同年の合計所得金額を控除して得た額

が100,000円以下である場合 

 ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,

000円以上1,900,000円未満であり，かつ，

柏市税条例第24条第2項に規定する金額

から同年の合計所得金額を控除して得た

額が，650,000円から，同年中の給与等の

収入金額から当該給与等の収入金額を別

表第5の給与等の金額として別表第5によ

り当該金額に応じて求めた別表第5の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額を控除して得た額以下である場合 

 8 第1号被保険者の令和8年度における保険料

率の算定についての第3条第1項の規定の適用

については，当該第1号被保険者が前項第1号に

掲げる者に該当し，かつ，同項第2号又は第3

号に掲げる者のいずれかに該当するときは，当

該第1号被保険者は，同年度分の地方税法の規

定による市町村民税が課されている者とみな

す。 
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 (令和8年度分の保険料の減免に係る特例) 

 9 令和8年度分の保険料に係る第10条第1項の

規定の適用については，同項中「申請により」

とあるのは，「申請により(規則で定める場合

にあっては，当該保険料の納付義務者の申請に

よらず)」とする。 

(延滞金の割合の特例) (延滞金の割合の特例) 

11 略 10 略 

(柏市特別会計条例の一部改正) (柏市特別会計条例の一部改正) 

12 略 11 略 

(沼南町との合併に伴う経過措置) (沼南町との合併に伴う経過措置) 

13 略 12 略 

14 略 13 略 

15 略 14 略 

16 略 15 略 

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経

過措置) 

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経

過措置) 

17 略 16 略 
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